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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和３年３月１５日（月）午前９時５９分 開会 

              午後４時１４分 散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三好 俊範 副委員長 楢村 一臣   委  員 村上 英明 

  委  員 弘 豊 委  員 森 西  正   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  教育長 箸尾谷知也  教育次長兼教育総務部長 北野 人士 

次世代育成部長 小林 寿弘   同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

同部参事兼家庭児童相談課長 木下 伸記  こども教育課長 浅田 明典 

出産育児課長 有場  隆 

上下水道部長 末永 利彦  同部参事兼水道施設課長 樫本 宏充 

経営企画課長 谷内田 修  料金課長 柳瀬 哲宏 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 溝 口 哲 也  同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和３年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 令和２年度摂津市一般会計補正予算（第１１号）所管分 

  議案第 ２号 令和３年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第１０号 令和２年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 
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（午前９時５９分 開会） 

○三好俊範委員長 ただいまから文教上

下水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、嶋野委員

を指名いたします。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 

 本２件について補足説明を求めます。 

 小林次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 議案第１号、令和

３年度摂津市一般会計予算のうち、次世代

育成部が所管いたします事項につきまし

て、予算書の事項別明細書の目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございますが、予算書３０

ページをお開きください。 

 款１３分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金は、私立保育園保育料、

助産施設入所負担金、通所給付費負担金、

市立認定こども園保育料などでございま

す。 

 同ページ、款１４使用料及び手数料、項

１使用料、目２民生使用料は、子育て総合

支援センター遊戯室使用料などでござい

ます。 

 ３２ページ、目６教育使用料は、学童保

育室保育料でございます。 

 ３６ページ、款１５国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、私立

保育園等の運営に対する教育・保育給付費

負担金、助産施設負担金、通所支援等負担

金、児童手当負担金、児童扶養手当負担金

などでございます。 

 同ページ、目２衛生費国庫負担金は、未

熟児の入院に係る養育医療費負担金でご

ざいます。 

 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金は、児童虐待・ＤＶ対策等総

合支援事業費補助金、延長保育事業や一時

預かり事業などに対する子ども・子育て支

援交付金、保育士宿舎借上支援事業などに

対する保育対策総合支援事業費補助金、保

育所等整備交付金などでございます。 

 同ページ、目３衛生費国庫補助金は、母

子保健総合支援補助金でございます。 

 ４０ページ、目５教育費国庫補助金は、

支援教育就学奨励費補助金などでござい

ます。 

 ４２ページ、款１６府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、私立保育園

等の運営に対する教育・保育給付費負担金、

助産施設負担金、通所支援等負担金、児童

手当負担金などでございます。 

 ４４ページ、目２衛生費府負担金は、養

育医療費負担金でございます。 

 同ページ、項２府補助金、目２民生費府

補助金は、子ども・子育て支援交付金、大

阪府新子育て支援交付金、ひとり親家庭及

び子どもに対する医療費補助金などでご

ざいます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金は、わ

くわく広場などに対する教育コミュニテ

ィづくり推進事業費補助金などでござい

ます。 

 ５０ページ、款１７財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入は、私立認定

こども園への建物貸付収入でございます。 

 ５４ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元金収入は、

奨学資金貸付金の償還金でございます。 

 ６０ページ、項４雑入、目２雑入は、市

立保育所に係る職員等給食費負担金、児童

主食費負担金、市立幼稚園預かり保育利用

料、各種予防接種負担金などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、まず
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民生費についてご説明いたします。 

 １１６ページから１１８ページの款３

民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総

務費は、市立児童発達支援センター、市立

児童センター及びファミリーサポートセ

ンターの運営委託料、児童福祉施設整備費

補助金、つどいの広場に対する地域子育て

支援拠点事業補助金、児童発達支援事業等

に係る通所給付費、私立保育園等の運営に

対する教育・保育給付費負担金などでござ

います。 

 同ページから１２０ページ、目２児童措

置費は、児童手当及び児童扶養手当の扶助

費などでございます。 

 １２０ページから１２２ページ、目３児

童福祉施設費は、市立認定こども園の施設

管理運営に係る経費、とりかいこども園建

設工事基本実施設計委託料、子育て総合支

援センター遊戯室開放委託料、私立保育園

等への障害児保育補助金、子育て総合支援

センター大規模改修工事などでございま

す。 

 １２２ページ、目４ひとり親家庭福祉費

は、ひとり親家庭の自立支援に係る経費な

どでございます。 

 同ページ、目５子ども医療助成費は、子

どもに対する医療費助成に係る経費でご

ざいます。 

 同ページから１２４ページ、目６ひとり

親家庭医療助成費は、ひとり親家庭に対す

る医療費助成に係る経費でございます。 

 続きまして、衛生費についてご説明いた

します。 

 １２８ページから１３０ページ、款４衛

生費、項１保健衛生費、目３母子衛生費は、

未熟児の入院に係る養育医療費給付金、産

前産後サポート、乳幼児・妊産婦を対象と

した健診、子どもの各種予防接種に係る経

費などでございます。 

 続きまして、教育費についてご説明いた

します。 

 １７０ページから１７４ページ、款９教

育費、項１教育総務費、目２事務局費は、

私立高等学校等学習支援金などでござい

ます。 

 １８０ページ、項２小学校費、目２教育

振興費及び１８４ページから１８６ペー

ジ、項３中学校費、目２教育振興費は、要

保護及び準要保護の児童生徒に対する扶

助費などでございます。 

 １８８ページから１９０ページ、項４幼

稚園費、目１幼稚園管理費は、市立幼稚園

の施設管理運営に係る経費でございます。 

 １９０ページ、目２教育振興費は、私立

幼稚園園児の保護者に対する施設等利用

給付費負担金でございます。 

 １９２ページから１９４ページ、項５社

会教育費、目２青少年対策費は、３校の委

託実施校を含む学童保育室及び放課後子

ども教室の運営に係る経費などでござい

ます。 

 以上、次世代育成部が所管いたします令

和３年度一般会計歳入歳出予算について

の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和２年度摂

津市一般会計補正予算（第１１号）のうち、

次世代育成部に係る事項につきまして、補

足説明をさせていただきます。 

 補正予算書４４ページ、歳出をお開きく

ださい。 

 款３民生費、項２児童福祉費、目１児童

福祉総務費は、過年度の子ども・子育て支

援交付金などの返還金でございます。その

ほか事業を精査し、不用額を減額いたして

おります。 

 以上、令和２年度摂津市一般会計補正予
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算（第１１号）の補足説明とさせていただ

きます。 

○三好俊範委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 何点か質問をさせてい

ただきたいと思っていますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず１点目、出産育児課になると思うん

ですが、予算書の１１７ページです。 

 消耗品が、令和２年度の当初予算では５

３万７，０００円だったんですけども、令

和３年度におきまして１０４万７，０００

円でありますが、この中身について、１回

目、お尋ねをさせていただきたいと思って

います。 

 ２点目、予算書の１１７ページ、同じペ

ージでございますが、ここに修繕料という

ことで計上されております。これは令和２

年度の当初予算で１２８万円ほどだった

ものが、令和３年度では４７１万２，００

０円と増額になっていることもございま

すが、修繕の内容についてお尋ねをしたい

と思います。 

 ３点目、予算書の１１９ページ、家庭児

童相談課になると思うんですけども、シス

テム機器更新委託料が計上されておりま

して、令和３年度では２，０３６万８，０

００円です。このシステムの内容を１回目、

お尋ねさせていただきたいと思っていま

す。 

 ４点目、予算書の１１９ページ、こども

教育課になると思うんですが、民間保育所

等運営費補助金ということであります。令

和２年度よりも令和３年度の予算の部分

が若干増額になっていると思いましたの

で、この増額の内容についてお尋ねをした

いと思います。 

 次の５点目でございます。 

 予算書の１２１ページ、こども教育課に

なると思うんですが、とりかいこども園の

建設工事基本・実施設計委託料が計上され

ております。令和３年度では６，６３０万

円ですが、この建設の内容とスケジュール

について、改めてお尋ねをさせていただき

たいと思っています。 

 ６点目、予算書の１２３ページ、これも

こども教育課になると思うんですが、保育

士派遣委託料が計上されております。令和

３年度では１，３２０万２，０００円が計

上されておりますけども、この委託の内容

についてお尋ねを１回目、させていただき

たいと思っています。 

 次に７点目、予算書の１３１ページのと

ころでございますが、産前産後サポート委

託料が計上されておりまして、これは令和

２年度の当初予算は１００万円だったと

思うんですけども、令和３年度が２４０万

で若干の当初予算比で増額ということも

あるんですが、このサポートの内容につい

てお尋ねをしたいと思います。 

 ８点目、予算書の１３１ページ、出産育

児課だと思うんですが、不育症治療費の助

成費で、令和３年度３３０万円の予算が計

上されておりますが、改めてなんですが、

この助成の内容と申請の受付をいつ頃か

ら考えておられるのかについてお尋ねを

したいと思います。 

 ９点目、予算書の１９５ページのところ

で、消耗品費ということで学童保育だと思

うんですが、当初予算と比較してなんです

が、令和２年度が５２万３，０００円で、

令和３年度は１，０７８万３，０００円が

計上されていると思うんですが、この消耗

品の内容についてお尋ねをしたいと思い

ます。 
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 １０点目、予算書の１９５ページでござ

います。 

 学童保育室運営業務委託料というのが

令和３年度で９，２４７万円計上されてい

ると思いますが、学童保育の運営におきま

して、今、文部科学省等から３５人学級に

向けてということで動きがあるんですが、

この中で教室等の使用関係に影響がある

のかないのか等も含めてお尋ねをしたい

と思います。 

 次が、補正のほうでございます。 

 ４３ページの歳出の部分なんですが、養

育支援訪問委託料が計上されておりまし

て、令和２年度当初予算が８５万円だった

ものが、６２万４，０００円の減額であり

ますので、この辺の内容と養育支援への影

響があったのかなかったのか、その辺も踏

まえてご答弁をお願いしたいと思います。 

 次１２番目、同じく補正の４７ページの

ところでありますが、これも減額というこ

となんですけども、産前産後サポート委託

料で当初予算が１００万円のところ、今回

は６０万円減額だったので、先ほどと同様

で、減額の内容と影響の有無についてお尋

ねをしたいと思います。 

 次１３番目でございます。 

 補正の４７ページのところで、乳児健診

実費負担額補助金があります。令和２年度

当初予算の中は９７万７，０００円だった

と思いますが、今回５５万円の減額という

ことで、乳児健診があると思いますが、こ

の健診への支援の影響についてお尋ねを

したいと思います。 

 次１４番目、最後でございます。 

 補正の４７ページのところで産婦健診

実費負担額補助金があります。当初予算が

１５０万円だったと思うんですが、今回、

半分に近いような形での６０万円減額だ

ったんですが、健診支援の影響があったの

かなかったのかということについてお尋

ねをしたいと思います。 

 以上、１回目でございます。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 有場課長。 

○有場出産育児課長 それでは、出産育児

課に関わるご質問についてお答えいたし

ます。 

 まず１点目、予算書１１７ページの出産

育児課に関わる消耗品の件でございます。 

 こちらにつきまして、令和２年度５３万

７，０００円、令和３年度当初予算は１０

４万７，０００円ということでございます

が、この増額分につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の対策用品でございま

す。 

 令和２年度につきましては、補正予算で

計上していたものを、令和３年度は当初予

算で計上するということでございます。 

 続きまして、質問番号７番目でございま

す。 

 産前産後サポートの委託料についてで

ございますが、令和２年度は１０月からサ

ービスを開始しておりまして、令和３年度

は４月からということで予算が増額とな

っております。 

 あわせて、今後、さらに多く使っていた

だこうという思いで２４０万円計上させ

ていただいております。 

 内容としましては、妊娠期から産後６か

月、もしくは多胎児世帯等は１年というこ

とにしておりますが、体調不良で同居人の

支援が得られない場合に、家事育児の負担

軽減を目的としたヘルパーを派遣する事

業でございます。 

 続きまして、質問番号８番、不育症治療

費の助成金についてでございます。 
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 助成内容でございますが、令和３年４月

１日以降に実施された保険適用外の治療

に関わる治療費用の７割を助成し、助成上

限額は１回につき３０万円になります。申

請可能となるのは来年４月１日以降でご

ざいます。 

 続きまして、質問番号１２番目でござい

ます。 

 産前産後サポート委託料の減額補正で

ございますが、当初予算より６０万円減額

しております。先ほどもご説明させていた

だきましたように、この事業につきまして

は１０月に開始しておりまして、当初の申

請数の伸びがあまりよくなかったことや

ＰＲ不足等も影響したかと思います。 

 また、今年度、新型コロナウイルス感染

症の影響もございまして、ヘルパーが家の

中に入ってこられることについて、少し抵

抗などもあったものと感じております。結

果として、徐々には伸びてきてはおります

が、多くの利用にはつながらなかったとい

うことでございます。来年度以降は、引き

続きＰＲも含め様々な対策を講じていき

たいと考えております。 

 それと質問番号が１３番目でございま

す。 

 乳幼児健診の実費負担額の補助金でご

ざいます。大阪府外で乳幼児の健診をお受

けになった方につきましては補助券が使

えませんので、実費相当額を補助する制度

でございます。こちらのほうは令和２年度

から開始した事業でございまして、当初予

算としては出生数が大体８５０名で考え

ておりましたが、結果として出生数がそこ

まで伸びなかったことがまず１点ござい

ます。 

 あわせて、新型コロナウイルス感染症の

影響もございまして、里帰りの出産自体が

減少しているものと考えております。その

結果、申請数があまり伸びなかったという

ことでございます。 

 最後になりますが、産婦健診の実費負担

額補助金につきましても、当初予算で考え

ていた人数よりは伸びなかったことがご

ざいます。先ほどと同様、里帰り出産が減

少したこともございます。 

 あわせまして、産婦健診につきましては、

補助する回数が２回分でございますが、大

阪府外の医療機関につきましては、まだ２

回までいかず１回で終わっているところ

が非常に多くなっております。その結果、

還付額については１回分しか申請されな

い方が多かったことがございます。 

 健診等への影響につきましては、里帰り

の出産が少なかったことが主な理由であ

ろうかと思いますので、健診自体を受けて

ないということは情報としては把握して

おりませんので、影響はないものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、２点目の

修繕の内容でございます。 

 こちらにつきましては、児童発達支援セ

ンターの高圧受電設備・キュービクルの更

新の工事で２０６万２，０００円と、建物

のひさしの部分の防水処理１６５万円、そ

れと児童発達支援センター及び児童セン

ターの緊急修繕分としてそれぞれ５０万

円を計上しているものでございます。 

 それと９点目の学童保育の消耗費の内

容でございますが、１，０７８万３，００

０円のうち約１，０００万を、国・府の補

助金が充当される新型コロナウイルス感

染症対策として１クラス大体４０万円程

度の消耗品分を計上しております。 
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 現在、変異ウイルス等も出てきておりま

すので、今後の新型コロナウイルスの感染

状況とか、対策に応じて小学校、中学校、

また保育所とも情報を共有して、必要とな

るものを精査しながら今後購入していき

たいと考えております。 

 それと１０点目の学童運営において３

５人以下学級に伴う学童保育室への影響

でございます。 

 こちらにつきましては、厚生労働省では

学校の空き教室の利用を言われておりま

して、そのことから影響が出てくるものと

考えております。あわせて現在、支援を要

する児童数の増加傾向にありますことか

ら、学校のほうで支援学級の増室も必要と

なってくると思われますので、保育室の確

保は困難になってくるものと考えておる

ところでございます。 

 今後も引き続き関係課でありますとか、

現場の校長先生、また教頭先生と協議を行

いながら、保育室の確保に努めていきたい

というところと、どうしても確保が困難な

場合につきましては、現在も行っておりま

す特別教室等の一次的な利用で、運営方法

について今後も引き続き検討していきた

いと考えております。 

○三好俊範委員長 木下部参事。 

○木下次世代育成部参事 それではまず、

質問番号３番の児童相談システム機器更

新委託料のご質問にお答えいたします。 

 家庭児童相談課では、保護者からの発達

相談や虐待の通告などを管理するために、

児童相談システムを導入しております。今

回予算化をお願いする最大の理由といた

しましては、業務の効率化という面がござ

います。 

 現行のシステムは、市の基幹システムと

は独立したものとして構築してきたため、

全て手作業で入力をすることが必要な状

態でございますけれども、この間、虐待の

件数等年々増加しているため、入力に割く

時間もふえてきております。このため、基

幹システムからの住民基本台帳データの

取り込みを行うことで、効率が図れると考

えております。 

 また、国が求めます新たな業務に対応す

る必要も発生してきております。国では児

童虐待の情報共有システムを構築するこ

とになっておりまして、市町村においてデ

ータ連携のための対応が求められており

ます。現行システムの事業者では対応が困

難と聞いておりまして、対応可能な事業者

に変更する必要がございます。 

 これらのことを鑑みまして、今回の予算

では、機器の更新のほか基幹システムとの

連携や国の情報共有システムとの連携も

備えたものとして、効率化を進めることで

本来業務である相談支援の推進を図りた

いと考えております。 

 それと質問番号１１番、令和２年度補正

予算の養育支援訪問事業委託料の減額に

ついてのご質問にご答弁いたします。 

 本事業は、自らが積極的に支援を求める

ことが困難で、行政の援助がなければネグ

レクトなど不適切な養育になる可能性の

高い家庭を対象として、児童の養育支援の

ために訪問活動を行うもので、専門的なノ

ウハウのあるヘルパー事業所及び訪問看

護事業所に委託をして実施しているとこ

ろでございます。 

 今回、減額補正をお願いする理由といた

しましては、対象者の減少によるものでご

ざいます。 

 前年度に訪問支援等の活動を行う中で、

他制度の障害福祉など国や府の制度対象

となる方には、関係者が申請を助言いたし
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て、より適切なサービスに移行していただ

いております。これにより、令和２年度の

継続対象となる方は減少いたしておりま

して、その一方で新たな支援対象者が少な

かったために、不用額が発生したものでご

ざいます。 

 今後、年度末までに必要な方が発生した

場合の対応可能な予算については留保し

た上で減額を行っており、今回の補正で支

援に支障が出ることはないと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に関わりますご質問にお答えいた

します。 

 まず、ご質問の四つ目でございます民間

保育所等運営費補助金の増額についてで

ございます。 

 この補助金ですけれども、教育・保育給

付費負担金とは別に保育所等の運営に対

する費用の一部を補助することで、保育の

内容の充実を図ることを目的とするもの

でございます。具体的には、延長保育事業

に対する補助、それから学校医・嘱託医の

配置に対する補助、損害賠償責任保険料に

対する補助のほか、経常経費として教育・

保育給付費の９％を補助しているところ

でございます。 

 増額の理由でございますけれども、昨年

１２月に開園いたしました摂津ポッポせ

んりおか保育園の分と、今年６月に三島３

丁目に開園予定でございます、あとりえら

ぼ遊育園の分が増額になるものとして計

上させていただいているところでござい

ます。 

 次に、ご質問の五つ目、とりかいこども

園建設工事基本・実施設計委託料について

でございます。 

 まず内容ですけれども、老朽化しており

ますとりかいのこども園を建て替えると

ともに、児童センター、それからつどいの

広場も併設するような複合施設として整

備してまいりたいと考えております。あわ

せて前面の道路が狭くなっておりますの

で、拡幅もしていきたいと考えております。 

 スケジュールでございますけれども、令

和３年度中に基本設計・実施設計を行いま

して、令和４年度、令和５年度で建て替え

工事を行ってまいりたいと考えておりま

す。開園は令和６年度を目指して整備して

いきたいと考えております。 

 最後、ご質問の六つ目でございます。保

育士派遣委託料についてでございます。 

 保育士の確保については、非常に困難な

状況が続いております。これは本市の課題

だけでなくて、全国的な課題と捉えており

ます。本市の公立の施設でも同じような状

況となっております。 

 そのような中、保育士派遣委託料につき

ましては、公立の認定こども園で従事して

いただく保育士を人材派遣会社から派遣

していただくための委託料というところ

でございます。令和３年度、３名分の保育

士分を派遣として見込んでいるところで

ございます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ２回目ということで、要

望も含めながらなんですが、質問をさせて

いただきたいと思っております。 

 まず、１点目の消耗品の関係につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対策で令

和２年度も１回補正があってということ

でありますが、新型コロナウイルス感染症

の関係は本当にいつ収束かというのはな
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かなか見えない部分もあると思うので、担

当の職員の方々についても、またこれから

しっかりとした対応のお願いをしたいと

いうことで、これは要望としておきたいと

思います。 

 ２点目でございます。 

 修繕料ということで、これはつくし園の

ところであると思いますが、修繕でキュー

ビクルの関係だとか、屋根のひさしの関係

で老朽化ということになってくるのかな

と思いますけれども、修繕というのは、単

年度で考えれば部分的な修繕も必要なの

かなという思いもあるんですけども、それ

が長年経過すると、いくつも次々に出てく

るので、トータル的なことも踏まえて、ど

こかで大々的にお金をかけて修繕するの

も一つの施策なのかと思うので、その辺は

この修繕が必要な場所、将来修繕が必要な

ところも一度ひっくるめて考えていくこ

とも含めて、トータル的に修繕料の減額に

向けての検討をお願いしたいということ

で、これは要望としておきます。 

 ３点目の家庭児童相談課の部分で、シス

テム機器の更新で先ほどご説明をいただ

きました。 

 発達の関係であるとか、また虐待の関係

であるとかいう部分につきましては、多岐

にわたるというか、因果関係が深いという

か広いということもこれから、この社会の

流れの中であるのかと思います。 

 そういう中で、今までは人的にもしっか

りと対応していただいている認識もあり

ますが、これはシステムの関係もあって、

住民基本台帳から様々なデータを取って

くるとかいうことで、今までは単体のこと

でやってたんだけども、それがシステム的

に関連ができてくることで、作業が効率化

することが１番大きなことだったのかな

と認識はしたんですけども、そういう中で

２回目の質問とさせていただいて、先ほど

申し上げましたけども、この相談内容も本

当に多岐にわたっているというか、広く深

くという部分も、特に虐待の関係も含めて

あると思います。 

 最近にも、摂津市関連でも新聞にも虐待

の関係で載っていたこともありましたけ

ども、今お尋ねしたいのは、相談支援の体

制的に対応がどうなのかということで、そ

の辺の認識を、２回目、お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ４番目、民間保育所等運営費補助金とい

うことであります。 

 昨年の１２月に一つ開園して、また今年

も６月、新たな開園が予定されているとい

うことで、様々な形で保育所の待機児童の

状況を改善する取り組みをしていってい

ただいているのかなという思いもござい

ます。そういう中で２回目なんですけども、

３月に入って、現状の待機児童数について、

令和３年度どうなったのかということで、

２回目、お尋ねさせていただきたいと思っ

ています。 

 ５点目でございますが、とりかいこども

園の建設工事ということで、今年、基本設

計と実施設計をされて約２年かけて建設

工事、そしてまた令和６年から開園予定と

いうことでございます。 

 鳥飼地区の子どもたちにとってこの園

の建設が、さらに地域の魅力も含めて高ま

っていくようにという形で、これから基本

設計・実施設計がされていると思うんです

けども、これが鳥飼まちづくりグランドデ

ザインとどう関連していくのかが気にな

る部分でございましたので、この間の本会

議でも公共施設は現地で建て替えが基本

だよと言われておられましたけど、このグ
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ランドデザインとの関連性を、答えられる

のであればご答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 ６点目でございますが、保育士派遣委託

料でございます。 

 摂津市の認定こども園において、保育士

不足を解消していこうということで３名

分の予算計上を出されていると思うんで

すが、保育関係というのは、共働きなりひ

とり親の方の就業支援という一面もござ

います。今、保育士不足となっている原因

と対策をどう考えておられるのかという

ことで、２回目、認識をお尋ねさせていた

だきたいと思います。 

 ７番目でございます。 

 産前産後サポート委託料でございます

が、補正の中でもございましたけども、ヘ

ルパーが家の中に入っていくのを少した

めらっていることでもあったということ

でございましたが、産前産後というのは、

特に新型コロナウイルス感染症の関係で、

ほかの予算の絡みもそうなんですけど、里

帰りができないというか、しにくいという

状況であるならば、なおさらこのサポート

というのは本当に必要な事業なのかと思

う面もございます。その辺をしっかりと令

和３年度も、新型コロナウイルス感染症の

関係もどうなってくかというのがまだ見

えてない部分もありますから、摂津市で子

どもを産み育てていただける環境の拡大

をしていく部分でも必要な施策なのかな

と思っておりますので、これからもしっか

りとサポートをしていただくように要望

としておきたいと思います。 

 ８番目の不育症治療の関係でございま

す。 

 私も個人的にはいろいろとご相談もい

ただいたこともございましたけども、しっ

かりとフォローになるように、これからの

対応も含めて取り組んでいっていただけ

たらと思いますので、これは要望としてお

きます。 

 ９番目、消耗品費、子育て支援課の学童

保育の部分でございます。 

 国からのお金ということで、クラス当た

り４０万円でございましたけども、結構４

０万円って大きな金額だなと思う部分も

ございますので、これはしっかりと活用し

ていただけたらと思います。そういうこと

で要望としておきます。 

 １０番目でございます。 

 学童保育の運営業務委託料ということ

でございますが、この３５人学級との関係

で、教室のことをこれから相談、検討して

いかれることでございました。学年延長で

クラスがふえていく要望をこれまでもさ

せていただいておりましたけども、こうい

ったことも踏まえて、学童保育は今小学３

年生までですけども、学年を延ばしていく

部分にも市民からのお話もございますの

で、その辺も踏まえてこの教室の確保の関

係にしっかりと取り組んでいっていただ

きたいということで、これは要望としてお

きます。 

 １１番目でございます。養育支援の訪問

委託料の件でございます。 

 これも先ほどご答弁でもございました

けども、様々な養育関係で行政として支援

をしていこうという部分で取り組んでお

られるということでございましたが、対象

者の減であったかと思います。 

 ただ、養育は育てることの支援というこ

とでお名前のとおりだと思いますので、そ

ういう意味でまたこれからしっかりと取

り組んでいっていただきたいことも踏ま

えて取り組んでいっていただきたい。これ
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は要望としておきます。 

 １２番目、産前産後サポートの件でござ

います。 

 先ほど本予算も同様でございますけど

も、今年度、当初予算が１００万円で６０

万円減額でありましたから、逆算すると４

０万円は使用するということでございま

すので、そういう意味では何らかのサポー

トができているのかなと思います。これか

らまたしっかりとＰＲも含めて活用して

いただけるような施策を検討していただ

きたいということで、これは要望としてお

きます。 

 １３番目、乳幼児健診実費負担額補助金

の件でございます。 

 新型コロナウイルス感染症の関係で健

診を大阪府外で受けられる方が減ってき

たようなことでもあったかと思いますが、

これから新型コロナウイルス感染症対策

も、国のほうもそうなんですが、ワクチン

の接種も始まっていて、これから府外で健

診を受けられるというか、里帰り出産され

る方も徐々にふえてくるかと思う面もあ

りますから、そういう面ではしっかりとサ

ポートできるような形での補助金となる

ように、お知らせも含めて取り組んでいっ

ていただきたいということで、これは要望

としておきます。 

 １４番目でございます。産婦健診の実費

負担額補助金の件でございますが、里帰り

出産も関連して減ってきたということで

ございますので、これは里帰り出産も先ほ

どの新型コロナウイルス感染症の関係も

どうなるか、ワクチン接種が始まってどう

なるかというのがあると思いますので、そ

ういう面ではまたしっかりと目を向けて

取り組んでいただきたいということで、こ

れは要望としておきます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 以上４点ですか。 

 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に関わりますご質問にお答えいた

します。 

 まず、待機児童の令和３年度の見込みと

いうか、状況についてでございます。 

 現在、最終の調整中でございまして、１

月末に１次選考結果を通知いたしまして、

２月末に２次選考結果を通知したところ

でございます。 

 しかしながら、現在も入所の辞退者など

もいらっしゃいますことから、若干の数字

が動いているところでございます。昨年４

月の待機児童の人数が３２名ということ

でございまして、現状の見込みといたしま

しては、確定的なことは申し上げることは

できないんですけれども、昨年と同じぐら

いの水準になるのかなと考えております。 

 次に、とりかいこども園の建て替えにつ

いてでございます。 

 令和２年度から、鳥飼まちづくり構想担

当とは関係課による分科会を開催しなが

ら、鳥飼まちづくりグランドデザインアン

ケート調査結果についても、情報共有しな

がら連携を図っているところでございま

す。その中で、保育所、それから幼稚園敷

地もございますので、そこで現地建て替え

という形で進めたいと考えております。 

 鳥飼のグランドデザインにつきまして

は、令和３年度に策定ということでござい

ますけれども、このこども園の設計につい

ては、もう令和３年度から始めるというと

ころで、グランドデザインが１年遅れるよ

うな形になりますので、先行するこども園

の建て替え、児童センターの整備等につい
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ては、グランドデザインの中に位置づけし

ていただく形で予定しているところでご

ざいます。 

 最後、保育士の確保についてでございま

す。 

 この保育士の確保、非常に難しい課題で

あると捉えておりまして、一般的には、そ

の要因というのは保育士の給与面の処遇

であったりとか、あと働く環境の整備がま

だまだというところかと思います。民間事

業者に対しましては、宿舎借上支援事業、

それから就職支援事業を継続して行って

まいります。 

 公立の施設に対しましては、このたび予

算のほうを上げさせていただいておりま

す人材派遣会社からの保育士を派遣する

というところで、委託料を見込んでおりま

す。 

 様々な働き方がある中で、フレキシブル

な働き方ができる派遣というのを選ばれ

る方がおられるかと思いますので、いろい

ろな方法を組み入れながら人材の確保に

努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 木下部参事。 

○木下次世代育成部参事 それでは、質問

番号３番に関連しての、家庭児童相談課に

おける相談支援体制のご質問にご答弁い

たします。 

 委員からもございましたように、発達や

虐待の多岐にわたる相談のニーズに応え

るためには、体制整備が重要であると認識

しております。そのため、この間、様々な

取り組みをしてきておりまして、このたび

のシステム機器更新による職員の負担軽

減もその一環であると考えております。 

 これまでにしてきておりました方策と

いたしましてですが、人員に関しましては、

社会福祉士や心理士などの専門職を正規

職員及び会計年度任用職員として配置を

して専門性の確保に努めているところで

ございます。 

 また、虐待通告の迅速な対応を目的とし

て、福祉業務の経験のある方を事務嘱託員

として任用して、主に初期調査を担ってい

ただいております。 

 さらに組織的な対応の充実を図るため

に、平成３０年度には係扱いであった家庭

児童相談室を課に組織変更してきており

ます。 

 また、本年度令和２年度におきましては、

子育て世代包括支援センターを設置し、母

子保健と子育て部門のさらなる連携強化

を行うなどの方策を進めてきております。 

 今後とも様々な相談に応えられるよう、

体制整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、３回目という

ことでございますが、まず、３番目のシス

テム改修の件では、子どもの発達や虐待の

相談業務ということでの組織的な体制の

関係についてご答弁をいただきました。 

 先ほどもありましたけども、システムの

改修によって、ほかのシステムとの連動で

情報が入ってくることになってくると思

うんで、その辺の時間的なものは効率化に

なってくるかなと思うんですが、特に虐待

関係については、対応する人員というのが

１番重要なことだと思います。その辺は専

門性のある方とか、令和２年度から包括支

援センターとして、一つ組織的なものもつ

くっていかれましたので、その辺をまたし

っかりと、人と人との対応という部分では

これからしっかりと取り組んでいってい
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ただきたい。 

 これが特に子育て関係、こども教育課と

か出産育児課の関連もございますが、トー

タルとして摂津市で子育て関係がよくな

っていくよう、安心して相談できる体制づ

くりをお願いしたいということで、要望と

しておきます。 

 ４番目の民間保育所の待機児童の関係

について答弁をいただきました。今のとこ

ろ、昨年と同様の３２名ということで言わ

れておられました。今まで定員をかなり拡

充してきていただいたとか、新しく園を開

園していただいたとかいうことで、定員を

ふやしていっているのは事実で、その辺の

対応については本当にありがたい思いも

ございます。今後ずっと何十年も定員がふ

えていくのかというと、どこかで山がある

んだろうと思うので、その辺はしっかりと

見極めながら、でも申し込みをされる方の

思いというのもしっかり酌んでいってい

ただきたいということで、これは要望とし

ておきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 ５番目のとりかいこども園の建設の件

でございます。 

 先ほどグランドデザインとの関係でご

答弁をいただきましたとなると、この辺を

まとめてグランドデザイン上も、とりかい

こども園はこの場所でもう決定になるん

だろうということであります。 

 その中で、これからこのとりかいこども

園の建設に当たっての設計なりが入って

いくということでございますから、その辺

の中で、市民の方からのお話というか、要

望も含めてでございますけれども、園に行

ったときに駐車場の関係で確保していた

だけないのかということもございました

し、また鳥飼西小学校の信号のところから

南に保育所のほうに入っていったところ

に、田んぼの手前で９０度に曲がるところ

があるんですが、あの辺は保育所に行った

としても車が止められないような道幅で

すから、その辺も踏まえて道路形態もまた

一緒にご検討いただけたらということで、

これは要望としておきます。 

 ６番目、保育士の関係でございます。 

 先ほども言いましたけども、入所の関係

で保育士確保というのは１番大きなポイ

ントなんだろうと思いますが、摂津市とし

ては宿舎の借上料とか、あと様々な就職的

な支援もしていただいているとのことで

ございますが、特に言われるのが給与面な

のかと思うので、この辺は全国的なことも

ありますし、またそれぞれの園の考え方も

ございますが、こういったことも踏まえて、

保育士が摂津市の中で働いていこうとい

う思いになっていただけるような施策を、

これからもまた取り組んでいっていただ

けたらということで、要望として申し上げ

て終わりたいと思います。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 ほかございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 そうしましたら、続けて私のほうからも

質問をさせていただきたいと思います。 

 最初に、それぞれの課ごとで質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 子育て支援課に関わってです。 

 予算概要の５６ページ、児童発達支援事

業ということで項目が挙がっています。 

 年々ここの予算がふえているかと感じ

るんですけれども、放課後等デイサービス

などを利用される子どももどんどんふえ

てきた経緯があると思うんですけれども、

そこらあたりの状況と課題みたいなこと
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があれば、お聞きしておきたいと思います。 

 ２番目、６０ページです。ひとり親家庭

日常生活支援事業やひとり親家庭自立支

援事業、また、ひとり親家庭自立支援給付

金事業等々、ここのページに挙げられてお

りますけれども、とりわけコロナ禍の中で、

ひとり親家庭のところにしわ寄せという

か、負担がいっているように報じられてい

る部分もありますし、いろいろな調査でも

焦点が当たっているかと思うんです。 

 コロナ禍において特別の給付金という

ものを出されたりしている経緯もあるか

と思うんですが、ただ、先ほど申し上げた

三つの事業については、予算に対して執行

額はそれほどいつも上がっていなかった

なということがあると思います。 

 これまでの議論の際にも、なかなか当事

者が使いやすい制度になっているのかと

いうところに課題なんかもあったかと思

います。そこらあたりの状況把握というか、

工夫というか、そういうものがあればお聞

きしておきたいと思います。 

 ３点目です。１２６ページ、学童保育事

業に関わってです。先ほど村上委員のほう

からも少人数学級に向けたこの間の動き

や、支援学級がふえているということ等々

あって、なかなか学童保育の空き教室の利

用についても課題があるのではないかと

いうことを課長からも答弁をいただきま

した。そうしたときに、子ども・子育て支

援計画の中で、高学年の学童保育の受け入

れについて、小学４年生、５年生、６年生

と段階的に受け入れる計画を立てられて

いる中で、具体的に空き教室がないのであ

れば、ほかの方法も含めて検討していく必

要があるのかなというふうに思っており

ます。そうした議論がちょっとされている

のかお聞きしておきたいのと、あと学童保

育の運営の中で新型コロナウイルス感染

症の影響でいろいろと対応が大変だと感

じているんですけれども、支援が必要な子

どもの学童への受け入れもされていると

いうことも聞いております。そこらあたり

のところで、現状、課題として感じておれ

るようなことがあれば聞いておきたいと

思います。ちょっと抽象的になってすみま

せんがお願いいたします。 

 次に、こども教育課に関わってです。４

番目の質問になります。 

 予算概要のほうでは５４ページのとこ

ろに、子ども・子育て支援事業ということ

で挙がっていまして、主には子ども・子育

て会議の運営等々なのかなと認識してお

りますけれども、この間、なかなか会議が

開けず、書面でのやり取りになっていると

いうことをお聞きしたりしているんです

けれども、令和３年度の会議のもち方等々

の工夫がいるのではないかなと思うんで

すが、その点についてぜひお聞かせ願いた

いと思います。 

 次に、５番目です。保育所、認定こども

園も含めてですけれども、その入所事務に

関わってお聞きしておきたいと思います。 

 先ほど村上委員の質問の中でも、待機児

童の見込みはおおむね前年と同程度には

出てしまうのかなということをおっしゃ

っていて、残念だなと思うんですけれども、

入所定員枠がありながら保育士が確保で

きずに受け入れができないということが

この間続いているというふうにもお聞き

しております。 

 直近の３月、現時点ですけれども、各保

育所の入所の数等々、ホームページなんか

でも見られるのでプリントして持ってき

たんですけれども、例えば、公立の子育て

総合支援センターが１３０人の定員があ
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るにもかかわらず、入所数は１２９人なん

です。民間の園とかでも定員の弾力化とい

うことでこれまで定員以上に１５％まで

受け入れられるということでやってきた

かと思うんですけれども、そういったこと

が現状ではできていないということです。 

 以前は新しくできたＫＥＮＴＯひまわ

り園だったり、正雀ひかり園だったり、新

しくできたところで定員をふやして、その

分で保育士が確保できていないというこ

とについては、仕方がない部分もあるのか

なと思っていた分もあるんですけれども、

公立のところでこういう状況があるとい

うのは、何とも納得しにくいなというふう

にも思っています。そこらあたり、何とか

人を集めないといかんということで派遣

も活用しながら来てもらっているという

ことも言ってますけれども、本当にそれで

いいのかということも含めて、もう一度そ

の点を聞いておきたいなと思います。 

 次に、６点目です。今度は幼稚園に関わ

ってです。幼保無償化の影響等々もあって、

保育所と幼稚園とそれぞれの需要の関係

とかも変わってきているのかなと思った

りしますが、一方で公立幼稚園のべふ幼稚

園ととりかい幼稚園がこども園になって、

通園バスが廃止となります。そうしたこと

の中で、従来幼稚園を希望されていた方た

ちのいわゆる入園希望の影響というか、動

向といいますか。そういうのが変化してい

るのかどうかと思うんです。 

 せっつ幼稚園のほうはもう一年やられ

るということで新しい入園は今回なしと

いうことですね。今日も市役所にくる途中

に通園バスとすれ違ってどれぐらい乗っ

ているかなと思って窓をのぞいたりもし

ました。ちょっとそこらも含めて幼稚園の

動向についてもお聞きしておきたいと思

います。 

 次に、７点目は、出産育児課のほうに関

わってです。 

 ６６ページ、母子健康診査事業というこ

とで挙がっております。妊婦健診や乳幼児

検診とか、いろいろこの中に含まれている

んだろうと思っております。 

 今、気になることの一つに、子どもの出

産に関わって障害をお持ちの方がふえて

いるのかどうなのかなということです。支

援学級のこともそうだし、いろいろな制度

利用のことなんかもそうですけれども、そ

こらあたりの点で支援が必要な子どもの

増加ということの傾向というのが、もし分

かるようでしたら教えてもらえたらなと

思っています。 

 それともう１点、出産育児課のほうで６

８ページに車両管理事業ということで１

万円が計上されていて、備考のところに自

転車５台ということが書かれています。こ

れは保健師がそれぞれ地域を回られると

きに使っている分だなと思います。その保

健師が訪問事業等々で駆け回っておられ

るのは存じていますし、以前には外国籍の

お母さんが出産に際して相談にのっても

らって、随分丁寧に接していただいたこと

も思い出したりしました。５人の方でしょ

うか、受け持ちが中学校区ごとに持ってい

るのかなとイメージしていたんですけれ

ども、そう考えると大分子どもの数が校区

によって偏りがあるように感じていて、今、

どういう形でそういうケースの割り振り

をやられているのか、参考に聞いておきた

いと思います。 

 最後に、家庭児童相談課です。先ほど村

上委員の質問の中でも、今虐待事案等含め

て子どもに関わる親の支援も含めてです

けれども、体制強化していかないといけな
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いということで、この間の経過もお聞きし

ました。 

 その中で私がちょっと気になっている

ことの一つに、大阪府のとのやり取りで、

家庭児童相談所のほうではいろいろと丁

寧に接してもらえるけれども、子ども家庭

センターのほうとはなかなか親御さんが

直接やり取りをすることが難しくてとい

うふうな話を何度も耳にすることがある

んです。そういった意味では、そこらあた

りの体制や市との連携がどのような感じ

になっているかなということをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 以上、９点よろしくお願いいたします。 

○三好俊範委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、１点目の

児童発達の関係でございます。現状としま

しては、予算もふえておりますとおり、通

所給付費のほうが年々増加している状況

でございます。 

 月平均としまして、この制度が平成２４

年度から始まっておりまして、利用者とし

ましては、平成２４年度のときに１２３名

おられたものが、令和元年度では４２２名

と増加しております。決算額におきまして

も、当初約１億円程度だったものが、令和

元年度では３億６，０００万円と、４億円

近い数字となっているところでございま

す。 

 サービス別で見ましても、先ほど言われ

ましたように、放課後等デイサービスのほ

うが全体で大体３３％占めておりますけ

れども、現状では７割を超えている状況で

あるというところでございます。 

 今、市内に１５か所放課後等デイサービ

スを提供していただいている事業所がご

ざいます。定員数にしますと今必要な摂津

市の市民にとっての人数からしますと充

足しているところでありますけれども、今

後の伸びを見ますと、そこもだんだんと足

りなくなってくるのかなと。現状でも他市

のほうで利用されている方もおられると

いうことですので、大阪府のほうが事業者

の指定をしているところでありますので、

そことも協議をしながら、それぞれ必要な

サービスをしっかりと受けられるような

体制というのを構築していきたいと考え

ております。 

 それと、ひとり親家庭の関係でございま

す。コロナ禍におきましていろいろな貸付

制度がございます。社会福祉協議会のほう

でも今生活福祉資金の制度の緩和であり

ますとか、大阪府の母子・父子・寡婦福祉

資金の返済の猶予とかがございまして、新

型コロナウイルス感染症が出てくる前と

比較して、そういうふうな連携といいます

か、社会福祉協議会への案内をすることと

いうのが非常に多くなってきております。 

 一方で就職に有利となるようなところ

での資格の取得につきましては、例年、介

護福祉の実務研修でありますとか、看護師、

准看護師の資格でありますとか。大体２件

から３件程度というふうに推移しておる

ところでございます。 

 今年度につきましては、これまでなかっ

た高等学校卒業程度認定試験合格支援給

付にも手を挙げていただける家庭も出て

きましたので、粘り強く自立支援員を通し

てしっかりと制度の周知、また就労につな

げるように、産業振興課でありますとか、

いろいろな関係課と連携を持って行きな

がら、今後事業のほうも進めてまいりたい

と考えております。 

 ３点目の学童保育の件でございます。 

 計画上で今、高学年というところで目標

を立てておりまして、小学４年生をまず目
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標にということで事業計画を立てている

ところでございます。 

 令和３年度からという形になっており

ますけれども、実質のところは難しい状況

になっております。 

 しかし、保護者からの要望もここの部分

は高いというところでございまして、何ら

かの形といいますか。先ほど言いました、

まず教室の確保というところ。まずそこの

問題、また指導員の確保というところもご

ざいます。なかなか学童に求められる要素

といいますか、保護者ニーズは高くなって

きているところですので、しかし、今学童

の中でそういう状況もあるというところ

で、学童だけでなくて、子どもの居場所と

いう大きな観点からいま一度、子どもの放

課後の居場所というところを考えていか

なければならないのではないかなと考え

ているところでございます。 

 あと支援が必要な児童についてでござ

います。今、こちらのほうは年々人数もふ

えてきている状況です。また、摂津市は支

援学校からの児童も受け入れておりまし

て、その人数も大体２名から４名というと

ころで受け入れを行っているところでご

ざいます。 

 支援学校から来られる児童につきまし

ては、バス停までお迎えに行ったり、支援

学校が休校のときには、午前から学童保育

を開所したり、また、学校の状況というの

がなかなか分かりにくいところもありま

すので、保護者のほうから学校の状況、ス

ケジュール等を聞き取ったり、いろいろと

支援を要する児童にとってどういう保育

がいいのかというところを日々勉強しな

がら進めているところでございます。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に関わりますご質問にお答えいた

します。 

 まず、子ども・子育て会議のもち方につ

いてでございます。子ども・子育て会議に

つきましては、毎年二、三回程度開催して

おります。 

 令和２年度、緊急事態宣言とか、大阪府

のレッドステージが発令されたりとか、状

況が変化する中で新型コロナウイルス感

染症が落ち着いている時期に１回、秋ぐら

いに開催をしたところです。 

 このときは委員に参集していただいて、

開催したわけなんですけれども、もう１回

は、緊急事態宣言中ということで、書面会

議ということになりました。令和２年度に

つきましては２回開催ということになっ

ております。 

 今後も新型コロナウイルス感染症の状

況を注視しつつ開催できるよう調整して

いきたいと考えております。 

 二つ目は、保育士の確保についてでござ

います。先ほど村上委員のご質問の中でも

答弁させていただいたように、非常に苦労

しているという状況でございます。 

 公立の施設でも様々な方法で採用活動

を行っておりますし、令和３年度から人材

派遣会社にも保育士の派遣を委託したい

と考えているところです。 

 先ほど弘委員におっしゃっていただき

ましたように、子育て総合支援センターで

定員１３０名に対して、今１２９名という

ところでございます。 

 令和３年４月の職員の確保数からして、

また、当初１２０名台になろうかと思いま

すけれども、引き続き採用活動のほうは行

っております。 

 年度途中でも子どもを受け入れするこ
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とができるように、人材の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

 三つ目、幼稚園ニーズの動向というとこ

ろでございます。近年、教育・保育ニーズ

というのは多様化しておる中で、保育ニー

ズが上昇を続けているというようなとこ

ろです。 

 一方、幼稚園のニーズについては、公立

では減少を続けているというところです。

令和３年４月の入園予定者数を見てみま

すと、せっつ幼稚園では３０名ちょっとと

いうことで若干の減少ではあるんですけ

れども、一定ニーズもあるのかなというふ

うに捉えております。 

 べふこども園については１１名、とりか

い幼稚園については６名というところと、

子育て総合支援センターについては１号

認定こどもの枠を設けているんですけれ

ども、希望者はゼロとなっております。 

 この１号認定こどもの定員につきまし

ては、公立幼稚園のこれまでの状況を見な

がら、各園の定員を設定したところではあ

るんですけれども、今後の状況を見まして、

１号認定こどものニーズがさらに減少す

るということであれば、定員の変更につい

ても検討していかないといけないという

ふうに考えておるところでございます。 

 通園バスにつきましては、せっつ幼稚園

以外のところは令和３年度から廃止する

というふうに進めております。 

 とりかい幼稚園とべふ幼稚園について

は廃止することになるんですけれども、園

児数を見てみますと、今までとそれほど変

わりがないと捉えております。令和元年度、

アンケート調査を保護者の方にも実施し

ておりまして、今の通園バスの利用者数と

か、かかっている費用とかをお示しした中

でアンケートを取らせていただいたんで

すけれども、廃止はやむを得ないというご

意見が多数を占めておりました。 

 こういったことから廃止するというふ

うに決定しておるんですけれども、今の状

況を見てみますと、べふ幼稚園ととりかい

幼稚園では先ほども申しましたようにあ

まり影響がなかったのかなと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 有場課長。 

○有場出産育児課長 出産育児課へのご

質問、７番目でございますが、母子健康診

査事業に関連しまして、近年、障害をもっ

ている子どもがふえているのではないか

というご質問でございますが、子どもの障

害等に関しましては、本市では乳幼児健診

を核としまして、早期に発見、治療につな

げていくという対応をしておりますが、別

途、約束クリニックと申しておりますが、

子どもの障害等について別途詳細に検査

する場も設けております。 

 直近の数字は手元にございませんが、こ

の約束クリニックでの近年の傾向でござ

いますが、こちらの数字は特にふえている

というような状況ではございません。 

 ただ、近年、そういった情報がインター

ネットなどで氾濫しているという状況も

ございますし、こうした情報を気にされる

保護者の方も非常に多くなっているよう

に感じております。 

 そういった点では、保健師等にご相談と

いうことでいろいろお聞きする回数もふ

えてきていることを感じております。 

 来年度につきましては、新生児聴覚検査

について、助成事業を開始させていただき

ますので、そういった場を適切に活用しま

して、必要なフォローに努めてまいりたい

と考えております。 
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 ８番目の車両管理事業につきまして、自

転車５台ということですけれども、全員が

一斉に出るということではなくて、順番に

回して使用しているということでござい

ます。 

 ご指摘のとおり、実際に中学校区単位で

の管理ということで考えてはおりますが、

確かに校区によってはかなり対象となる

児童の人数も変わっています。現状では、

正規職員の保健師は６名おり、その他、母

子コーディネーターを３名、また乳児訪問

ということで助産師１名も配置しており

ます。そういった状況でございますので、

例えば、摂津小学校区は非常に対象児童数

が多いですが、ここでは担当２名を配置し

ているなど、このように毎年小学校区の児

童数等を勘案しながら、柔軟に体制を組ん

でいるというような状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 木下部参事。 

○木下次世代育成部参事 それでは、質問

番号９番目の児童虐待における市と子ど

も家庭センターとの連携についてのご質

問にお答えいたします。 

 児童虐待につきましては、児童虐待防止

法に基づいて対応を行ってきております。

この法律におきまして、通告受理機関とし

て、児童相談所、この児童相談所は大阪府

では子ども家庭センターと呼んでおりま

すけれども、並びに、市町村、この二つの

機関が規定されているところでございま

す。 

 市の関係課、関係機関で児童虐待の事例

の対応や虐待防止の取り組みを協議する

要保護児童対策地域協議会におきまして、

発生した事案のリスクや家庭状況など、こ

れらを総合的に情報収集した上で、リスク

の判断なども行いまして、どの機関が指導

や見守りを行うのかを分担しているとこ

ろでございます。 

 子ども家庭センターでは、市町村への助

言のほか、行政権限の発動を伴うような措

置の必要となる可能性のあるような事例

等を主に担当していただいておりまして、

市町村では緊急度や困難度等の判断をす

るための情報収集、子育て相談やサービス

の提供など、主に支援的な関わりを実施し

てきているところでございます。 

 対応が困難な事例に直面した場合につ

きましては、子ども家庭センターとの連携

協議が不可欠になるというふうに認識し

ておりまして、双方が子どもの最善の利益

を優先して対応できるように協議を進め

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、２回目の質

問をさせていただきたいと思います。 

 １番目の児童発達支援事業に関わって

ですけれども、本当に驚くほど人数がふえ

ているなというふうに実感していますし、

実際に、私が議員になる前、しばらく障害

のある方たちと関わるような仕事もして

いましたので、元同僚なんかで放課後等デ

イサービスなどの事業をされている方も

いたりして、話を聞いたりすることがある

んですが、保育所とかと同じように、なか

なか職員の定着が難しくて結構入れ替わ

りが多いように聞いています。 

 民間の福祉職場というのはどこもそう

だということをよく聞くんですけれども、

そんな中で事業所の運営のに対する、いわ

ゆる指導や支援やそういったことも市と

して大事な役割なのではないかなという

ふうなことを思っているところです。 

 平成２４年度から事業がどんどんふえ
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だしているということですけれども、もう

じき１０年になろうかというそういう中

にあって、いろいろ中身の分析とかも要る

のかなというふうには感じているところ

です。市がどういう役割でそういう事業と

関わっていくのかということについては、

引き続き検討していってもらいたいなと

思っております。 

 先ほどの学童保育との絡みの中で、やは

り支援が必要な子ども、学童保育に在籍し

ながらこういうサービスも利用されてい

るということだと思うんですけれども、そ

こらあたりは、大体の方が兼用しているの

かどうかと、小学１年生から３年生までと

いう状況だけれども、そのあたりの利用の

状況について、少し傾向みたいなことを教

えていただけたらと思います。 

 ２番目に、ひとり親家庭に関わる様々な

事業についてです。 

 本当に今、苦労されているお父さん、お

母さん、ひとり親の方たちが多いと言われ

ている中で、去年は市としても新型コロナ

ウイルス感染症対策で独自の給付金に取

り組んだりするということがあったかと

思います。いろいろな制度の周知もそうだ

し、それぞれの状況の把握というようなこ

ともそうだというふうに思うんですけれ

ども、その中で何かしら踏み込んだ新たな

事業ということが今後ないのかなという

こともあって、もう一度、２回目の答弁の

中で検討されていることがあれば教えて

いただきたいと思っております。 

 ３番目です。学童保育事業に関わってで

す。この問題については、随分繰り返し聞

かせてもらっている部分はあるんですが、

いろいろ苦労されて検討されているなと

いうふうに思うんですけれども、それでも

やっぱり事業計画に令和３年度は小学４

年生から実施していこうということで挙

げておられたので、そこは何とか打開して

いってほしいなということがあります。 

 教室数の問題、指導員の確保問題、そう

いったことはあるんですけれども、具体的

に見通しとして、今の時点ではもうこの４

月からは無理ということは、そうだと思う

んですけれども、では、いつ頃までにとい

う目処を作っていくには、令和２年度内に

いろいろとやらないといけないことがあ

るかと思うんですが、その点について再度

お聞きしておきたいと思います。 

 もう一つ、学童保育に関わってその支援

が必要な児童がふえてて、また、鳥飼支援

学校に行かれている方も、そこに学童保育

があるわけではないから、地域の学童保育

を利用されているという方もいらっしゃ

ってということです。そこもすごく連携と

かが必要だし、丁寧にやっていく必要があ

るんだろうと思うんですが、支援が必要な

子どもに限って高学年でも受け入れをし

ているというそんな自治体もいくつかあ

りますよね。そんなのも含めてそういった

子どもたちが地域の中で安心して利用で

きるような場所として、また、その親御さ

んが働いておられて学童に預けられなか

ったら仕事も辞めて家にいなくてはいけ

ないということにもなるのかなと思えば、

何とかそこらあたりはできないのかなと

いうことも含めてお答えをいただけたら

と思います。 

 次に、４番目です。こども教育課に関わ

ってのところです。子ども・子育て会議の

件で聞かせていただきましたが、昨年は新

型コロナウイルス感染症の関係で１回は

書面での会議ということで、やむを得ない

のかなと思いますが、例えば、オンライン

で最近は行政の会議でもそういう形で開
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かれているというではないですか。画面に

それぞれがインターネットで映して、そこ

で発言を交わしていくというような。会議

の内容からも、ほかの委員はどんな意見を

持っているんだろうとか、そういったやり

取りができるということは大事なことで

はないのかなと思いますので、ぜひ、工夫

もしながら、そういうことに挑戦していか

ないと、なかなか苦手な人がおるというこ

とも分かるんですけれども、その点につい

ては改善を要望しておきたいなと思いま

す。 

 次に、保育所の待機の問題についてなん

ですけれども、認定こども園に４月から子

育て総合支援センターも移行していくと

いうことですね。その際に、入所の定員が

２号、３号認定は１２０人、１号認定が１

０名。合計で１３０人の受け入れは変わら

ないという報告を受けていたかなと思う

んですけれども、１号認定の子どもの申し

込みは今回なかったということです。 

 全体的に保育所の待機の傾向がこれだ

けある中ですから、保育の枠を削って幼稚

園枠の１号認定にするというのは、やっぱ

り私は前々から課長には直接言っており

ますけれども、そこのところは見直す必要

があるのではないのかなというふうに思

っておりますし、保育士確保の問題にして

も、公立施設が世の中のスタンダードにな

っていかないといけない部分はあると思

うんです。保育士の確保の課題というのが

課長も村上委員の質問の際におっしゃっ

ていたように、処遇の問題が大きいという

ことです。処遇改善を図っていくというこ

とからすれば、いわゆる派遣の労働者の方

たちは派遣会社のほうが仲介して行って

いるので、直接市が雇用するのと比べても

賃金が低くなるのではないのかなと。率直

に思ったりするんです。 

 そういった点からしてみたら、この処遇

改善を図っていくそのために市がどうい

うふうな役割を果たしていくのか、公立の

ほうでも派遣を雇っているんだったら、民

間のほうも足りない分は派遣を使ったら

いいのかという感じが広がりかねないと

いうふうに思いますし、賃金の問題だけで

はなくて、労働時間の問題だったり、残業

代がきちんと支払ってもらえているのか

どうかとか、また、休憩とかもしっかりと

れているかとか、そういったことなんかも

含めて、しっかりと保育士の処遇を改善し

ていくことが必要です。専門学校に通って

いた分の奨学金を払い終えたらもう辞め

るんだといっているようなそういう若い

保育士の声とかも聞いたりするんです。そ

ういうのは残念だと思うし、やっぱり働き

続けてほしいというようなことを感じて

おるので、その点についての改善はぜひと

もやっていただきたいと思います。 

 この点については、要望としてぜひ、お

願いしておきたいと思います。 

 次に６番目、幼稚園との絡みの部分です。

保育のほうに待機児童がいっている関係

で公立の幼稚園のほうは来年の４月でも

ってせっつ幼稚園も民間になっていくん

ですけれども、改めてそこのせっつ幼稚園

の場所で民間の幼保連携型の認定こども

園になって、その入所の定員は何人になる

のか。その点、２回目をお聞かせていただ

けたらなと思います。 

 というのも、通園の時間帯が他の園と重

なって同じ場所に集中するようなことが

あれば、その道路周辺の問題とか、そんな

ことも一定考慮しないといけない部分が

あるのではないのかなと思うので、その点

をお答えいただきたいなと思います。 
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 次に、出産育児課に関わっての分です。 

 乳幼児健診等々で発達状況の問題で支

援が必要になってくる子どもの早期発見、

それから、その後のサポートにつないでい

くというようなそこのところの役割は、本

当に重要だというふうに思います。 

 質問させていただいたのも、児童発達支

援の放課後等デイサービスの利用がどん

とふえているということとか、学校でも支

援学級の数がふえているとか、そういった

ことが言われたときに、そこらあたりの原

因が何かしらあるのかなということがど

うしても非常に気になるところだと思う

んです。 

 その一つに、例えば、風疹の予防接種、

抗体検査の確認を保健福祉課のほうが所

管になりますけれども、行っているという

のがあります。妊婦に風疹が感染したとき

に先天性風疹症候群という、子どもの目や

耳やまた心臓なんかに負担がいって障害

になって現れてくるみたいなそんなこと

が報じられて、大分多くの人が予防接種を

されていると思うんです。健診の中で障害

の要因として特定ができるのか、ちょっと

そこら辺で一度分かる範囲で構わないの

で、教えていただけたらと思います。 

 次に、保健師の校区ごとでの体制をお聞

きして了解しました。てっきり５人で五つ

の校区で分けているのかなということを

思っていて、それは大分バランスが悪いよ

うにも感じていたので、チームみんなで分

担もしながら使っておられるということ

もお聞きしましたので、その点は引き続き、

またよろしくお願いしておきたいと思い

ます。この点は結構です。 

 最後に、家庭児童相談課のほうで質問に

お答えいただきました。 

 大阪府の子ども家庭センターと家庭児

童相談課とそれぞれ役割も分担しながら、

子どもを隔離しないといけないようなケ

ースなんかだったら、大阪府の子ども家庭

センターのほうが担っていくんだという

ことですが、ケースの引き継ぎを受けた後

のケアとか、そのあたりの部分についても

子ども家庭センターのほうが十分にでき

ているのかといったら、なかなかそうでは

ないようなことも感じるんです。例えば、

親への支援といいますか。虐待原因をちゃ

んと本人が理解して、そうならないために、

子どもが家に帰れるようなそういった支

援というのは大阪府のほうができている

か。そこらあたりのことについては課題が

あるのではないのかなという、人員的な問

題もそうだと思いますし、そこのあたり家

庭児童相談課のほうで何かしらこの間取

り組んでいるようなことがもしあるよう

でしたら、お聞きしておきたいと思います。 

 以上、２回目の質問です。 

○三好俊範委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○三好俊範委員長 それでは、再開いたし

ます。 

 休憩前に引き続き、２回目の答弁のほう

からお願いいたします。 

 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、１点目、

学童と放課後等デイサービスとの関係で

ございます。 

 現在、通所サービスを利用するには、ま

ず、つくし園のほうで主に相談事業を行っ

ておりまして、その中でその児童にとって、

その児童に応じた療育というものを保護

者と一定話し合いをしまして、最終どうい

う療育がいいのか。学童保育室へ行くのが

いいのか、放課後等デイサービスで過ごす
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のがいいのかというところを決定してい

るところでございます。 

 現在、学童と放課後等デイサービスの両

方を利用されている方はほぼいてない状

況でございます。 

 以前でしたら、学童保育のほうが５時半

まででしたので、それ以降の時間は、保護

者の就労の関係で、学童から放課後等デイ

サービスのサービスを利用されるという

方もおられましたけれども、延長保育が令

和２年度から始まっておりますので、その

辺も解消しておるというところでござい

ます。 

 ２点目のひとり親家庭への令和３年度

の取り組みでございます。 

 現在、国のほうでもひとり親世帯であり

ますとか、非課税世帯への施策というのを、

今月中に一定方向性を示すというふうに

国の動き。動向がありますので、その辺の

動向も注視してまいりたいと考えており

ます。 

 やはりひとり親家庭にとって必要なも

のというのが就労生活の相談体制です。そ

この体制をしっかり充実を図っていきた

いと考えております。 

 また、いろいろな資格をとった後、就労

にきちんと結びついているかどうかとい

う効果検証のほうもしっかりと行ってい

きたいと考えておりますし、また、母子福

祉会等のご意見も聞きながら、制度の実施

の充実ということを図ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それと学童保育について、高学年の受け

入れ、支援が必要な児童の受け入れの２点

についてでございますが、あわせて現在、

大阪府内ではほぼ高学年の受け入れを実

施しておる団体がほぼでございます。 

 その中でも各市様々な運営方法を取り

ながら、高学年の受け入れを行っておりま

して、より必要な方に利用していただくた

めに、定員枠を厳密にしている団体もあり

ますし、本市で言えば、他市に比べまして、

入室率が非常に高いという状況もござい

ますので、また、北摂なんかでは高学年に

おいては、支援が必要な児童のみ受け入れ

ているという団体もございます。その辺を

参考にしながら、また、子ども・子育て会

議のほうでもご意見を頂きながら、子ども

の放課後の居場所としての視点も含めて、

サービスの向上に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に関わりますご質問で、あとりえら

ぼ遊育園ができて、せっつ幼稚園を民営化

して、その地域の定員がどれぐらいになる

のかというところだったと思います。 

 まず、現状、せっつ遊育園につきまして

は、分園も含めて２号、３号の定員で１５

０名、１号の定員で１５名というところで

ございます。 

 ６月に開園を予定しております、あとり

えらぼ遊育園。こちらにつきましては、２

号、３号の定員が３０名、１号の定員が１

５名ということでございまして、あわせま

すと２号、３号の定員で１８０名、１号の

定員が３０名ということで、６月にはこの

ような状況になると見込んでおります。 

 一方、せっつ幼稚園につきましては、令

和４年度に認定こども園として民営化す

るわけですけれども、こちらの園舎が昭和

４０年代に建てられた園舎でございまし

て、幼稚園ということで調理の設備もござ

いません。現在、社会福祉法人桃林会のほ

うでは建て替えを検討していただいてお



- 24 - 

 

りまして、現状ではまだはっきりしたこと

は申し上げることはできないんですけれ

ども、我々としましては、できるだけ２号、

３号認定の定員を設けてもらうというと

ころで協議していきたいというふうに考

えています。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 有場課長。 

○有場出産育児課長 それでは、質問番号

７番の母子健康診査事業に関するお問い

でございますが、先ほど障害や発達の遅れ

等をお持ちの児童がふえているかどうか

というご質問の中で、母子保健の立場から

答弁させていただきましたが、一方で児童

発達支援センター等の利用がふえている

ということも把握しているところでござ

います。 

 こうしたことの一因としまして、近年の

障害や発達の遅れ等に対する保護者のニ

ーズの高まりというところを受けまして、

庁内の連携体制等も進展してまいりまし

て、近年では比較的保護者のニーズをくみ

取りやすい体制ができてきているものと

考えております。 

 一方で増加していることに対しては、科

学的な点から断定するまでには至ってい

ない状況でございます。 

 ご質問の要因の件です。風疹の予防接種

のことを事例としてご指摘でございまし

たが、こうした因果関係が特定されている

というケースにつきましては、非常にまれ

なケースでございます。大半につきまして

は、なかなか因果関係の特定までにはつな

がらないケースが多いような状況でござ

います。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 木下部参事。 

○木下次世代育成部参事 そうしました

ら、児童虐待に関連しての一時保護や入所

などをされていた児童がおられる世帯に

対する市での支援についてのご質問にお

答えいたします。 

 １回目のご質問でもご答弁いたしまし

たように、市では子ども家庭センターと

様々に連携しながら対応を行ってきてお

ります。 

 都道府県としての措置をされた事案に

つきましても、必要に応じて要保護児童対

策地域協議会や個別のケース会議などで

方策を検討するなどの取り組みを行って

きております。 

 例えば、措置の後、子どもの引き取りを

された保護者において、養育の不安が強い

場合などには、子ども家庭センターと協議

をしまして、家庭児童相談課や出産育児課

の職員によります家庭訪問や社会福祉法

人摂津宥和会に委託して実施しておりま

す親子教室での子どもとの関わり方の支

援などを行っておりまして、安心して子育

てができる環境の調整に努めているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 はい、ありがとうございます。 

 そうしましたら、３回目です。最初の児

童発達支援事業の関係で学童保育と重複

して利用されているという方は、近年はい

ないと。以前は、随分いらっしゃるのかな

と受け止めていたんですけれども、その子

にとってどちらを利用するのが良いのか

ということをご家族と相談して決められ

ているということです。 

 ただ、そういうことで振り分けしつつ、

学童を利用されている支援が必要な子ど

ももふえているし、放課後等デイサービス

を利用されている方もふえているという
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状況なんだということを改めて感じたと

ころです。 

 支援の必要度合いについても、個々それ

ぞれということもあると思いますし、より

きちんとどちらのほうでも対応できるよ

うなそういう体制をお願いしておきたい

というふうに思います。また、今後の状況

についても教えていただきたいというふ

うに思います。答弁のほうは結構です。 

 ２番目のひとり親家庭に関わっての質

問です。新たな事業については、国の動向

を見ながら検討されていくというふうな

ことです。近年の子どもの貧困の広がりと

か、今のコロナ禍というふうな中では、国

ももちろんいろんなところから上がって

きた声を検討して、給付金なんかも連続し

て取り組まれてきたというふうには理解

しているんですが、市町村のほうがやっぱ

りより身近に状況把握ができるんじゃな

いのかなというふうに思います。 

 国の動向ももちろんですけれども、市と

していろんな状況把握の中で大阪府や国

に対して、こんなことが必要じゃないかと

いうようなことを申し入れていくという

ふうなこともぜひ取り組んでいってほし

いと思います。子育て支援課、また部局横

断的に子どもの貧困対策というふうなこ

とについては、また大事な課題だというふ

うに思いますので、今顕著に表れています

ひとり親家庭の問題がやっぱり一面にあ

るのだと思いますし、ほかにもいろいろと

困難なケースがあるかというふうにも思

いますので、そこらあたりは引き続いて取

り組みを広げていっていただきたいとい

うふうに思います。これも要望としておき

ます。 

 学童保育に関わってなんですけれども、

やっぱり大阪府内ほぼ各市町村で取り組

みができているけれども、摂津市のほうで

はここはまだ課題になっていると。 

 要因の一つには、希望する児童の数がそ

もそも多いというふうなこともあるよう

で理解しましたけれども、やっぱりちょっ

と遅れている課題をいつまでもそのまま

では良くないと思っておりますので、着実

に一歩ずつ前進できるようにですね、ぜひ

やっていただきたいと思っておりますし、

そこらあたりの点、一度部長のほうにも意

気込みといいますか決意をしていただけ

たらなというふうに思います。ぜひこの点

では答弁をお願いしたいと思います。 

 その次のこども教育課に関わって、せっ

つ幼稚園周辺の今後の流れはどうなって

いくのかというふうなことです。今でもあ

そこの道路も歩道が全部つながっている

わけではなくて、道路幅員なんかもやっぱ

りちょっと狭い部分があります。 

 今朝、私が来るときに幼稚園バスとすれ

違ったというふうに言いましたけれども、

バスが前から来ているんだけども、あとり

えらぼ遊育園の工事車両で大きなミキサ

ー車みたなのが入ってきていたもんで、な

かなかバスとすれ違えなくて往来がスト

ップしたという状況もありました。 

 令和３年度にはここに新たな園舎がで

きて両側に分かれている分園の分もあっ

て、それでせっつ幼稚園の部分をまた工事

が入っていくというふうになっていくこ

とからしたら、十分ここは注意して取り組

まないと危ないなっていうふうに思いま

す。 

 ぜひそこはくれぐれも注意して取り組

んでいただきたいというふうに思います

のでよろしくお願いしておきます。 

 次に、出産育児課にお聞きした乳児健診

等々で障害のある支援が必要になるケー
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ス、因果関係がつながるケースはまれだと

いうふうなことでおっしゃっていただい

て、確かにそうだと私も認識してるんです。 

 先天性風疹症候群ですか、これは厚生労

働省のホームページなんかでぜひ風疹の

予防接種を若い人はしてくださいねとい

うふうなことのアナウンスの際に、妊婦が

風疹に罹患したときに、５割の確立で障害

の可能性があるということが出ていて、関

心を持ったというような経緯もあるんで

すけれども、最近、支援が必要な子どもが

多いというのとそういう因果関係がもし

かしたらあるのかなというようなことを

思いましたもんで、また引き続き私も調べ

たり研究もしたりというふうにも思いま

す。保健福祉課を含めて今新型コロナウイ

ルス感染症の関係でワクチン接種が始ま

っていきます。高齢者の方から優先という

ようなことで、若い人は随分後になるとい

うふうなことを思いますけれども、そうい

う感染症への関心というのは高まってる

時期でもあるというふうに思います。ぜひ

ぜひまたそこらあたり、社会全体で子ども

を守ろうというふうなそういうのがスロ

ーガンになって、風疹の予防接種を受けま

しょうというふうな呼びかけがされてい

ることからも、出産育児課もそういった方

向からアプローチみたいなことをしてい

ってもらえたらよいんじゃないかという

ふうなことで、この点については要望して

おきたいと思います。 

 最後に、家庭児童相談課の点です。子ど

も家庭センターとの関わりで、十分に連携

を取って市のほうでもやれるところを担

ってやっているというふうなことだとい

うふうに思います。 

 やっぱりケースごとに重大なケースほ

ど子ども家庭センターが入ってやるんだ

というふうなことなんだけれども、むしろ

より身近な市のほうが状況をつかみやす

い点もあるのかなというふうなことも思

います。一旦入所して隔離した後にまた一

緒に暮らすってなったときに、そこのサポ

ートなんていうのも手厚いサポートとい

うのが要るというふうなことを思えば、そ

の点でも役割は大きいというふうに思い

ますので、引き続き市の家庭児童相談課の

ほうでもご努力願いたいというふうにも

思います。また子ども家庭センターのほう

も人員が本当に今の状態で十分なのかと

いったら私はそうじゃないというふうに

も思うので、もっと大阪府が体制をつくっ

ていかないかんのじゃないかというよう

なことの要望なんかも市のほうからも声

を上げていただけたらというふうに思い

ます。 

 おおむね要望なんですけども、１点だけ

部長からお願いしたいと思います。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 小林部長。 

○小林次世代育成部長 学童保育の学年

延長に向けた考え方でございますけれど

も、石原部参事のほうからも答弁させてい

ただきましたけれども、学童保育を各小学

校で実施しておりますけれども、学年に関

しましては小学１年生から３年生までと

いうことで、高学年を受け入れていないの

は府内でも本市のみという現状でござい

ます。 

 これまで学童保育のニーズにつきまし

ては、この学年延長そしてこの令和２年度

からは実施いたしましたけれども時間延

長、それと土曜日の保育、この三つがやは

り保護者の方とお話をしている中ででも

ニーズが高い部分でございました。我々担

当といたしましても、何とかここの三つに



- 27 - 

 

ついては他市に追いつこうと、充実を含め

て取り組んでおるところでございます。 

 そういった中で、基本的に延長保育もそ

うだったんですけれども、子ども・子育て

会議等のご意見を頂く中で、やはり全小学

校一斉に何とか延長保育を実施したいと

いうことで、民間委託も含めてここに至っ

ておるわけでございます。学年延長、土曜

日保育等の実施につきましても、基本的に

は全校一斉にスタートしたいというのは

我々の基本的な考え方ではございます。た

だ、各学校によって学童の状況も違います

し、教室の状況も違います。 

 他市におきましては、例えば延長保育の

時間については委託校のみを少し長くし

ている市もございます。 

 それぞれ学童保育の運営につきまして

は、市の特性であったりとか小学校の教室

等の考え方、空き教室等の関係も含めてい

ろいろ知恵を絞りながらやっておられる

ところもございますので、我々も今の基本

的な考え方はございますけれども、子ども

の居場所という観点も含めまして子ども・

子育て会議等の意見も聞いた中でできる

だけ早く、学年延長を実施できるように頑

張って取り組んでいきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 摂津市の学童保育は、私が小

学校に上がる前ぐらいからスタートして

やっているのかなというふうに思ってい

ます。大阪府内でも中身の実践とかいろい

ろと内容についてはいい内容をやってる

というふうに思ってますし、やっぱり中身

をより高めていくというふうなことでい

ったら、サービスの拡充は必要だというふ

うに思ってます。 

 他市がいろいろと工夫もしながらやっ

てるっていうふうなことも紹介していた

だきましたけれども、民間委託じゃないと

できないということはないようにも思い

ますし、保育所の関係でも言いましたけれ

どもやっぱり公立の施設が基準になって

質を高めていくというふうなことは必要

だと私は思いますので、引き続き部局横断

的に、みんなで子どもたちのよい放課後、

よい生活をというようなことで実現して

いっていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上にしておきます。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 令和３年度の次世代

育成部に関わります予算につきまして、何

点かお聞かせいただきたいと思います。 

 まず１点目です。民間保育所等入所承諾

事業、その中で保育士確保の支援補助金に

ついてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 これは民間に限ったことではないんで

すけれども、保育士の確保をいかにスムー

ズに進めていくのか、このことの大切さに

つきましては、先ほどから村上委員も弘委

員も触れておられたように思います。 

 その中で、処遇の改善が必要なんだとい

うご指摘もあったことにつきましては私

も同様なんですが、それとあわせてやはり

保育士の方にいかにやりがいを感じてい

ただけるのか、摂津市の保育所では本当に

やりがいを持って働いていただけるんだ

というところを、積極的にＰＲをし、また

実際にそういった取り組みをいかに充実

させていくのかということが大切なんだ

と考えておりますけれども、改めてその点、

処遇面ではなくてやりがいをいかに上げ

ていくのかということについてどのよう
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に考えておられるのかお聞かせください。 

 あわせて、令和３年度の予算といたしま

して１，６３０万円計上されておられるわ

けでございますので、その考え方について

も少しお聞かせいただきたいなと思いま

す。 

 続きまして、子ども・子育て支援事業な

んですけれども、これは以前、大阪府の補

助金を活用して就学前の施設に専門家の

方が巡回をされて、必要な場合には専門的

な支援につないでいくという取り組みが

あったと思います。 

 先ほどの弘委員の質問に対しまして、課

長から放課後等デイサービスの利用自体

はふえるんだというご答弁があったのか

なと思っておりますけれども、このかつて

されておりました大阪府の補助金を使っ

ての取り組みというのは今でもなされて

おられるのかどうか。また就学前の子ども

たちが専門的な見地から、これは発達支援

につなげていくべきなんだということに

ついて、しっかりサポートがされておられ

るのかお聞かせいただきたいなと思いま

す。 

 続きまして予算概要の５８ページ、ファ

ミリーサポートセンター運営事業につい

てもお聞かせいただきたいと思います。 

 令和３年度につきましては、多胎児家庭

について支援していくというような方向

性が示されております。 

 改めて、令和３年度の新たな方向性をお

聞かせいただきたいと思っております。あ

わせて、以前からいかに会員を確保してい

くのか、特に援助会員としてお手伝いして

いただける方をどのようにふやしていく

のかということについては引き続いた課

題だったと思っております。令和３年度、

どういった方向性でこの課題に向かって

いかれるのか、少しお聞かせいただきたい

と思っております。 

 続きまして、認定こども園の管理運営事

業でございます。とりかいこども園の基本

設計・実施設計について、これも午前中、

質問があったわけなんですけれども、改め

てお聞かせいただきたいのは、令和３年度

についてはこの認定こども園とあわせて

児童センターの施設を複合的に整備して

いくと、その考え方を示されることになる

んだろう思いますので、それに基づいて令

和４年度、令和５年度の２か年で建て替え

を行って、令和６年度から実際に事業が進

んでいくという流れなのかなと思ってお

ります。こども園と児童センター等を複合

的に整備していくその考え方自体には私

も大変賛同しておりますけれども、そこに

至った経緯、それから複合化することでど

ういった期待がされるのか、ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

 続きまして、子育て世代の包括支援事業

の中で不育症の治療費助成金が今回３３

０万円計上されておられます。これは、令

和４年度の４月からは保険適用がなされ

ると、あくまでも令和３年度については保

険適用されるまでの一時的な助成という

ことで今回の取り組みが計上されている

のかなと思っております。拡充内容もいろ

いろなメニューが国から示されているん

じゃないかなと思います。例えば所得制限

があったものがなくなっていたりとか、あ

るいは助成額についてもふえているとか、

それから助成回数についてもいろいろと

具体的な仕様が示されているのかなと思

っておりますけれども、その点についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それと３３０万円を計上されておられ

ますけれども、その積算の元になったもの
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はどういったデータなのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 それともう１点、母子健康診査事業でご

ざいます。乳幼児健診委託料の中で、令和

３年度は聴力検査に係る補助制度を新た

に設けられるという点が、これも市政運営

の基本方針の中でうたわれております。ま

ずはこの内容、どういった新たな制度にな

るのか、この点お聞かせいただきたいと思

います。 

 それと、私が民生常任委員会の委員をし

ていたときに何度か取り上げさせていた

だきましたけれども、乳幼児の今回は聴覚

でありますけれども視覚についてもしっ

かりと詳細に検査をして、何か問題がある

ときには速やかに対応できるような取り

組みが必要ではないのかということにつ

いて、何度かご指摘させていただいており

ました。その点で何か新たな考え方はない

のか、ちょっとこの際お聞かせいただきた

いと思っております。 

 １回目は以上でお願いいたします。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こども

教育課に関わりますご質問にお答えいた

します。 

 まず、保育士の確保というところでござ

います。たしか決算審査のときにも嶋野委

員のほうから例えば小規模のほうが集ま

りやすいんじゃないかといったお話もあ

ったかと思います。それは行事が少なかっ

たり、あと残業が少なかったりというのが

あろうかと思います。また、人間関係も人

が少ないので構築しやすいのかなという

のもあろうかと思います。 

 しかしながら、ゼロ歳から５歳までの保

育をする保育所とか認定こども園という

のは、ゼロ歳から２歳までの小規模保育事

業にはないものがあるとは思ってます。と

いうのは、やはりゼロ歳から５歳まで成長

を見続けています。その子たちを卒園させ

るとき、そういった喜びと感動というのは

代え難いものがあるのかなというふうに

思います。 

 我々としましては、このように小規模に

ない保育所とか認定こども園の良いとこ

ろというのを念頭に置きつつ、保育士とい

うのはすばらしい仕事なんだということ

をアピールしながら、例えば資格取得のた

めの実習生を受け入れるわけなんですけ

ども、その折を通じてアピールしながら、

また我々としても園が取り組む保育士の

確保支援というのをしていきたいという

ふうに思います。 

 それから、１，６３０万円の内訳でござ

いますけれども、これは宿舎借上支援事業、

それと就職支援補助金、この二つの補助金

を計上させていただいております。 

 中身としましては、宿舎借上支援事業の

ほうが１，０８０万円、就職支援補助金の

ほうが５５０万円でございます。 

 宿舎借上支援事業も年々利用者がふえ

てきておりますので、一定効果があると捉

えておりますので、継続して実施していき

たいというふうに考えております。 

 二つ目です。新子育て支援交付金を活用

した臨床心理士等の保育所、幼稚園の巡回

事業でございます。こちらにつきましては、

訪問して巡回することで子どもたちを行

動観察して、保育の受け入れ体制の検討、

それから支援が必要な子どもがスムーズ

に園生活が送れように、いろいろ助言をい

ただいているところでございます。この事

業につきましては継続しておりまして、令

和３年度も実施予定でございます。 
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 また、この臨床心理士による保護者の面

談というのも実施しておりまして、ご家庭

で支援の仕方等についても助言をいただ

いているところでございます。 

 今後も発達に課題がある子どもに対し

て就学に向けて少しでも不安を取り除け

るよう家庭児童相談課、また出産育児課と

連携しながら必要な支援を継続して行っ

てまいります。 

 次に、とりかいこども園ということでご

ざいます。こちらにつきましては、令和３

年度から認定こども園としていくわけな

んですけれども、園舎としては調理施設、

設備がある保育所の園舎を活用して開園

してまいります。 

 この園舎につきましても先ほどのせっ

つ幼稚園と同様に、昭和４０年代に建てら

れた園舎でございまして老朽化のほうも

かなり進んできておりまして、毎年、修繕

箇所も多くなっているような状況でござ

います。 

 一方、安威川以南地域ではこれまでも児

童センターというのがなくて、様々なとこ

ろで要望のほうがなされてきたかという

ふうに捉えております。グランドデザイン

のアンケート調査におきましても、子ども

の分野で放課後における子どもの居場所

づくりというのが最もニーズが高かった

というような状況でございます。 

 このような状況を受けて、老朽化する施

設を建て替えるとともに児童センター、そ

れから集いの広場も整備していくわけな

んですけれども、こういったことで安威川

以南地域の子育て支援拠点としたいとい

うふうに考えているところでございます。

以上でございます。 

○三好俊範委員長 有場課長。 

○有場出産育児課長 それでは、出産育児

課に関わりますご質問にお答えいたしま

す。 

 まず１点目、ファミリーサポートセンタ

ー事業についてでございます。令和３年度

につきましては、多胎児世帯に対してファ

ミリーサポートセンターの利用料の半額

補助の制度を多胎児世帯に対してもご利

用いただけるように制度改正を目指して

おります。 

 また、会員獲得の取り組みについてです

が、この間、やはり新型コロナウイルス感

染症の影響で従前行っていました説明会

が開けない状況にございました。 

 令和２年度につきましては、こうした状

況もありＰＲの強化ということで、従前か

ら行ってるチラシの作成・配布に加えまし

て、ホームページや本市は子育てネットと

いう子育て世代向けに特化したホームペ

ージを管理しておりますが、そちらの掲載

内容につきましても様々な子育て世代向

けのサービスにリンクを貼るなど、ファミ

リーサポートセンターの宣伝に誘導しや

すいような仕組みをつくりつつＰＲに努

めてまいりました。 

 また、この２月に子育て世代包括支援セ

ンターの特集記事を掲載しましたが、こち

らのほうにもファミリーサポートセンタ

ーについて掲載してＰＲに努めてきたと

ころでございます。 

 令和３年度以降ですが、引き続き新型コ

ロナウイルス感染症の影響等もございま

して、なかなか従前のようなやり方では難

しいというふうに考えてます。引き続きＰ

Ｒの強化、まずは知ってもらうことという

のが非常に大切なのかなというふうに考

えてます。また、委託先が社会福祉協議会

でございますのでこうした団体固有のル

ートといいますか、非常に地域に近い団体
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になってますのでそういったところも活

用しつつＰＲ強化に努めていきたいなと

いうふうに考えております。 

 また、社会福祉協議会ではボランティア

の獲得というところで非常に強い力を持

ってますので、そういったところとも連携

しつつ対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、不育症治療費の助成事業でござい

ます。こちらにつきましては、先ほどご説

明したとおり今年４月１日以降に保険適

用外の治療を受けた方に対して７割の助

成を行うという制度でございますが、まず

国のほうの動きとしまして今年度、不妊治

療の助成に加えまして不育症のほうにも

検討がなされたということで、結果としま

して国のほうは不育症の治療費ではなく

て検査代に対しまして最大５万円の助成

を行うという制度になっております。それ

とあわせて今後不育症の治療につきまし

て、保険適用されるものを拡大していくと

いう方針も出されております。本市につき

ましては、制度自体がまず負担額の７割を

補助するということで、保険適用されまし

たら通常は３割負担ということでござい

ますので、制度としては必要なくなるとい

うことで、その間を市の助成で埋めていく

という考えがございます。ただ、保険適用

が一括で進むということは想定していな

くて、徐々に拡大していくものと考えてお

りまして、もうしばらくはこういった支援

が求められていくものと考えております。 

 予算の根拠でございますが、不育症は一

般的に２回連続流産される方にその疑い

があるということで、大体学説としては

４％ぐらいはいらっしゃるということを

お聞きしております。大体本市の出産数は

８００名ぐらいと考え、４％とすれば３２

名ほどとなります。 

 不育症にかかる治療費ですけど、これも

かなり金額にばらつきはありますが、大体

３０万円ぐらいを想定しておりまして、実

際に２回流産してもその原因というのは

特定できないということもございます。確

実に治療につなげられるものが、５割に満

たないような状況でございますので、執行

率としては大体５０％見込んで、負担率で

ございますが７割ですので、これを計算し

ていただきますと約３３０万円程度にな

ります。 

 こちらのほうは新規の事業ですので、ま

た、本市は１０万人も満たない人口ですの

で、なかなか年度によってばらつきも出て

くると思います。そこはちょっと難しいと

ころではございますが、近隣市の状況等を

勘案しつつ、今年度はこの額とさせていた

だきたいと考えております。 

 それと母子健康診査事業についてのご

質問でございます。まず、令和３年度につ

きましては新生児聴覚検査の費用の助成

を行いたいと考えております。これにつき

ましては、検査の種類が２種類ございまし

て一つはＡＢＲという手法、これにつきま

しては助成上限額が５，０００円、もう一

つＯＡＥという手法ですがこちらについ

ては１，５００円の助成を予定しておりま

す。これにつきましては、新生児ですので

通常は出産された病院のほうでお受けい

ただくことになります。母子手帳に助成券

を添付して、こちらのほうを使っていただ

くという形で助成を行いたいというふう

に考えております。 

 それと視覚障害の早期発見についての

件でございます。視覚障害につきましても

早期発見、早期治療につなげるということ

が非常に大切でございます。 
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 本市としましては、現状では２か月以内

に行います乳児訪問事業のときから注視

と言いますが、赤ちゃんが目で追うかどう

かという確認を実施しております。そこか

ら４か月健診以降１０か月、１歳６か月、

３歳６か月と、定期の健診の中でも視覚障

害の早期発見ということで検査をさせて

いただいております。 

 特に、３歳６か月以降はランドルト環の

使用ができるようになりますので、それ以

降はランドルト環を使用しつつ３歳６か

月で確認できなかった方に関しては４歳

のときまでに検査を行うように指導して

いるところでございます。また、５歳にな

りますと就学前健診ということで検査が

実施され、以降は小学校等の各学年で検査

を行っていただいてるというような状況

でございます。また、その都度、眼科医へ

の紹介状の発行ということでフォローさ

せていただいてるところでございます。以

上でございます。 

○三好俊範委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは２回目、質問

と要望をさせていただきたいなと思って

おります。 

まず保育士の確保のところで詳しくご

答弁いただきました。私の問題視の出発と

いうのは、先ほど課長もおっしゃっていた

だいたように摂津市において保育士の求

人を出したところ、小規模保育であれば比

較的保育士確保をできる環境にあるんだ

けれど、ある程度規模の大きい保育所につ

いてはなかなか思うように人が集まらな

いというようなお話やったと思います。そ

の理由は処遇面ももちろんあるでしょう

し、もう一つは働きがい、やりがいという

点で表現は悪いかもしれませんけれども、

ちょっと中途半端な状況にあるのかなと

問題意識を持っておったんですよ。 

 というのは、一定の規模以上の保育所に

なるといろいろなイベントもあって、対応

も大変に忙しいものがあるという点につ

いてはお聞かせをいただいております。そ

れを補えるだけのやりがいというか、それ

をしっかりと感じていただける取り組み

ができているのかということだと思って

るんです。 

 個人的な話になりますけれども、私が小

学校に行っていた頃の話なんですけれど

も、私が小学１年生で入ったときに私が行

っていた小学校の同じ敷地の中に公立の

幼稚園がありました。運動場は広かったん

ですけれど、運動場を挟んで小学校と幼稚

園が向かい合うような位置で設置されて

いたと思うんです。そうなると、小学１年

生の子どもたちが学校終わった後にちょ

っと幼稚園に顔を出したりするというよ

うな様子は何度か拝見をしておりました。

もちろん、その小学校に通ってる児童が全

員その幼稚園の出身者でないにせよ、幼稚

園の先生からしてみたら子どもたちのそ

の後の成長を直に感じられるような場面

があったのかなと思ってるんです。 

 また別の話になりますけれども、私の娘

が小学１年生のときに、学級補助員制度と

いったものが始まりました。その補助員の

方は１年生のクラスだけではないんです

けれども、しかし１年生に多く入っていた

だいてるということがあって、その後、子

どもが成長した後も地域で私がその方と

顔を合わせるようなことがあったら、向こ

うのほうから声をかけていただくんです

よ、今どうしてますかという感じで。保護

者に対してもそうやっていろいろ声をか

けていただいたり、子どもの成長をすごく

気遣っていただいてるわけなんです。そう
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いう場面に遭遇いたしますと、私じゃなく

て私の娘に会ってたらどんなに喜んでい

ただけたのかなと思うんですよ。そういう

子どもたちの成長の場、例えば幼稚園、保

育所を卒業したその後の姿に折に触れて

感じられるような場面っていうのがもし

摂津市としてしっかりと確保できたなら

ば、これはやりがいという面で非常に大き

いのではないかなと思ってるんです。 

 摂津市の場合は、幸いなことに次世代育

成部ができて子どもが生まれる前の妊娠

期から小学校、中学校を卒業するまで一貫

して教育委員会として向き合えるという

環境が整ってるわけじゃないですか、とい

うことは幼稚園、保育所等、小学校、中学

校という義務教育を一貫として考えれば

いろんな可能性があるように思ってるん

ですよ。 

 例えば、小学４年生で２分の１成人式と

いうのがあって、１０歳になって改めて自

分自身が今どんな目標を持ってるのかと

か、そういったことをみんなの前で発表す

るような取り組みがあるんですよね。その

場に就学前のときにお世話になった先生

方が、もし見ることができたとしたらすご

い感動すると思うんですよ。 

 保育士になろうと言われる方は、間違い

なく自分の子どもだけじゃなくて多くの

子どもたちに対して愛情を注いでいただ

ける方でしょう、そういう方からしてみる

とその後の成長が手に取るように分かる

というところは、すごいやる気とやりがい

につながると思うんですよ。それは仮に、

処遇面でほかには負けるかもしれないけ

れど、しかし摂津市の保育所、幼稚園で働

いていたらその後の子どもの成長も一緒

に見ていける、そういう関係にあるんです

よということを例えばＰＲするとか、そし

てまたそのための場を設けていくという

ようなことをしていただくと、私はまた新

たな変化が生まれてくると思ってるんで

す。ここはぜひ、せっかく次世代育成部が

できて子どもたちの成長をしっかりと段

階を追って教育委員会として向き合える

環境ができたわけですから、これは他の自

治体と比べて比較的容易にできるんじゃ

ないのかなと思います。保育士だって人間

ですから感情があるわけですから、そうい

った方がどんな思いで保育士を目指され

たのか、まさに原点みたいなものを何か意

識した取り組みはできないのかなと改め

て感じてるところがございます。 

 そういう意味で、ぜひ今申し上げたよう

な子どもの成長を追って、就学前に携わっ

ていただいた保育士もその後の成長をと

もに見届けられるような環境といったも

のが整備できないのか、ちょっとその点ご

答弁をいただきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。 

 それから２点目の子ども・子育て支援事

業についてでありますけれども、これは引

き続き継続をしていただいているという

ことでよく分かりました。 

 比較的軽度の発達障害であるならば、適

切に対応することによって問題の程度と

いいますか障害の程度も軽減できるとい

うようにお聞きをしております。ですので、

やっぱりより多くの方の目に触れていた

だいて、保護者の方からすると自分の子ど

もが発達面で問題があるんだということ

はなかなか認めにくい点もあると思うん

ですけれども、しかしそうじゃなくて適切

に早期に対応すれば、その問題は解消でき

る可能性があるんですよということにつ

いてもしっかりとお伝えいただくことで、

よりいい方向につながっていくのかなと
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考えておりますので、今後もさらに充実を

して継続をしていただきたいなと、この点

は要望として申し上げておきたいと思い

ます。 

 続いて、ファミリーサポートの件なんで

すけれど、いろいろと課長からご答弁をい

ただきました。 

 今まではひとり親家庭についてそのま

ま金額というか補助が出ていたけども、令

和３年度については多胎児家庭について

も広げていくということでございました。

また、いわゆる援助会員の確保のことにつ

いても、なかなか説明会が難しい状況にあ

るのでチラシを使ったりホームページで

ＰＲしていくということであったんです

けれども、一つ提案させていただきたいの

が、例えば集会所を使ってファミリーサポ

ートのような事業を展開していくという

のはどうなのかなと思ってるんです。とい

うのは、援助会員になると基本的にはその

方のご自宅でお子様を見ていただくとい

うことになりますよね、そうなると結構家

の改修といいますか、子どもがけがをしな

いような環境づくりも必要だというよう

にお聞きをしております。また子どもを預

ける立場からするとお願いをしているわ

けでありますけれども、しかし個人の方に

お願いをするわけでありますので、一抹の

不安もあるのかなということは思うんで

す。それが例えば地域における集会所とか、

一定開けたところであるならばそういっ

た不安も解消できるのかなというように

思うんですよ。それから、社会福祉協議会

はボランティアの方を募る力があるとい

うお話をされておられたので、ボランティ

アを募るという点からしてもこれは自分

の家というよりも集会所なんかを使った

ほうがより手を挙げていただけるのかな

とか思うんですよ。ですので、私はファミ

リーサポートセンター事業といったもの

の目的をしっかりとつかんだ上で、援助会

員の方のご自宅でお子様のお世話をして

いただくだけではなくて、そういった新た

な展開もしっかりと見据えながら、ファミ

リーサポートセンター事業の趣旨はしっ

かりと生かしたものができるんじゃない

のかなと思ってるんです。 

 ぜひ、今後の課題としてご検討いただけ

ないかなと考えておりますので、答弁は結

構ですけれども今後その方向性を探って

いただきたいなと、要望として申し上げて

おきたいと思います。 

 それから、とりかいこども園の話でござ

います。安威川以南にも児童センターをつ

くってほしいんだということについては、

これは私だけではなくて多くの議員の方

もこれまで声を上げてこられたというよ

うに思っております。 

 実際に、アンケートを取られてもやはり

児童センターに対するニーズは高いとい

うとこでありまして、今回、とりかいこど

も園とあわせて複合的に児童センターも

整備していただくということについては

非常にありがたいなと感じています。 

 これも先ほどの１番目の点とかぶると

こなんですけれども、あの場所というのは

鳥飼小学校と隣接をしたところで、先ほど

申し上げたように、とりかいこども園で育

った子どもたちが全員じゃありませんけ

れども、鳥飼小学校で今度は小学生として

学んでいくことになりますよね。そうした

ら、こういったところももっと連携しなが

ら取り組みをしていただけるんじゃない

のかなと、さらに児童センター機能も付設

されるということになってくると、これは

やはり子どもの成長をより縦断的に見て
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いただけるような取り組みといったもの

が進んでいくんじゃないのかなと強く思

っているんです。そこを令和３年度の基本

設計・実施設計の中で、どういった趣旨で

どういったサービスというか事業を展開

していくのかということについて絵を描

いていくわけでありますので、連続性とい

ったものをもっともっと意識をしながら

取り組みをしていただきたいなというこ

とを、これも要望として申し上げておきた

いと思っております。 

 続きまして、不育症の話について詳しく

ご答弁をいただきました。まずこの３３０

万円の予算の計上の根拠についてよく分

かりました。 

 そこで、総括的なお話になるんですけれ

ども、私は以前から摂津市において、少子

化対策といったものをいかに充実させて

いくのかということは非常に大きな責務

だと思っていると何度か申し上げてまい

りました。と申しますのも、今子育て真っ

ただ中にあると言われる方であったりこ

れから子どもを産んで育てたいと思われ

る方々が、年齢層を見ておりましても数多

く摂津市に今はお越しいただいていると

思うんですよ。さらには、千里丘新町のま

ちづくりを今進められておりますけれど

も、これからはＪＲ千里丘駅西口の再開発

も進められていくわけで、恐らく摂津市に

おいて子育ての人口はふえていくんだろ

うなと考えます。 

 特に、子育てを今されているあるいは将

来的にされようとする方が、これから摂津

市にお越しいただく非常にありがたい環

境にあるんだろうなと私はそう感じてい

るんです。となりますと、今我が国の大き

な課題の一つが少子化という問題です。と

なると、どんどんそういった方がふえてい

る摂津市だからこそ、より踏み込んだ一歩

といったものが必要になってくるのかな

と私は感じております。 

 その一つとして、先ほど申し上げたよう

な不育症の治療に対する助成であったり、

そういったことはしっかりと行っていた

だきながら、しかしもう一歩進んで少子化

という問題に対して踏み込んだ一手が打

てないものなのかなと感じてるとこがご

ざいます。 

 ぜひこの点、これは部長になるのかなと

思いますけれども、今後、摂津市の方針と

してそういった点で何か次なる一手が打

てないものなのか、そのお考え方をお聞か

せいただきたいなと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 続いて健診事業のことなんですけれど

も、聴覚検査のことについてはまた私もそ

う詳しくないのでお聞かせいただきたい

なと思っています。 

 なぜ私が視覚の話をしたのかというと、

これは個人的な話になるんですけれども、

私の娘が幼稚園の年少のときにちょっと

物が見えにくいということを自分から言

ってきたんです。それで大きな病院に行っ

て専門的に調べていただきましたら弱視

だということだったんですよ。弱視ですの

で、例えばランドルト環なんかの検査をす

ると一応見えてるんですが、恐らく我々が

見てるものの例えば濃さが半分だったり

するのかもしれませんけれど、ランドルト

環のどこが欠けているのかというのは多

分何となく見えているんです。だから、こ

の検査も含めて、それまでの乳児健診であ

るとか視覚検査はクリアしてきたんです。

しかし、実際には弱視というものを患って

いて、それを自ら言ってくれたのでこちら

も気づいて専門病院で検査をしていただ
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くことできました。今ならまだしっかりと

治療をすれば何とか間に合うかもしれな

いということで、矯正の眼鏡をつけて何と

か今その状況は改善することができまし

た。しかし、私の子どものまた別の同級生

は、気づいたのが少し遅かったみたいで、

その結果、今から矯正をしたところでよく

なる見込みは少ないですよと言われて、そ

の子は恐らく、残念ながら将来的に弱視と

なってしまうと思うんです。でも、その子

はそうしたら今まで乳幼児健診であると

か視覚検査で何か問題あると言われたか

というと、そうではなかったんです。とい

うことを考えると、視覚という点について

はやはりもっともっと詳しく専門的な病

院につないでいく、そういった啓発活動と

いうか場を設けていくべきではないのか

なと思っているんです。 

 これは私の個人的な経験も踏まえて、そ

こにはすごく問題意識を持っております。

ですので、乳幼児健診であるとかいろいろ

な検査でオーケーだったとしても、ひょっ

としたらそういった専門的な病院に診て

いただいたほうがいい症状というのもあ

るのかもしれない、そういったことについ

て小さなお子様をお持ちのご家庭に、そう

いった事実をお伝えしていくということ

が大切ではないのかなと思っております。 

 これは令和３年度、聴覚検査について新

たな制度を設けていかれるということで

ありますので、視覚についても今後の方向

性をちょっとまた考えていただきたいな

というように思っております。これも今答

弁をしてくれというわけではありません

ので、今後そういった事例も研究していた

だいてよりきめの細かい制度設計をお願

いしたいなと思っておりますので、これは

要望として申し上げておきたいと思って

おります。 

 ２点だけよろしくお願いいたします。 

○三好俊範委員長 小林部長。 

○小林次世代育成部長 ２点、まず保育士

のやりがい、あと子どもの成長を見届ける

環境づくりというご質問だったと思いま

すけれども、確かに今就学前、入学後の小

学校生活におきまして、それぞれの担当の

保育士だったり幼稚園教諭、小学校教諭は

それぞれの場面で子どもたちを適切に見

守っております。 

 引き継ぎという観点では、小学校の先生

が入学前の子どもたちの園の様子を見に

くるであったりとか、入学後も就学前施設

の職員が小学校に子どもたちの様子を見

にいったりとか、そういうところの単発的

な取り組み等はあるんですけれどもなか

なかそこが体系的に市として整って整備

できてるかといったら、そこはまだ足らな

いところもあるのかなと思っております。 

 先生同士の交流につきましては、就学前

の研修等も公立、民間含めてやっておりま

して、その中で特に気になる子どもたちの

様子なんかも情報交換というのはさせて

いただいております。 

 やはり大学の先生等と話をさせてもら

いますと、保育士になる方というのは子ど

もたちのことを第一に考えている方々が

多いと、お金の部分で我々保育士の就職支

援であったり宿舎借上支援という部分も

サポートさせていただいておりますけれ

ども、先生の話によるとやはりお金も大事

な部分ではあるけれども、やりがいであっ

たりとか子どもたちとどう関わっていき

たいか、いけるかというところに重きを置

いている、熱意のある人が多いですよとの

ことです。 

 また、他部になりますけど例えば成人祭
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のときに小学校の先生であったり中学校

の先生、指導主事の先生等が成人式に来ら

れた子どもたちと成長を分かち合うであ

ったりとか、ここまで大きくなったよとか、

よく頑張ってたなとか、そういう言葉を聞

いておりますと、そういうところに携われ

る先生というのはすごくいい職業だなと

思っております。 

 嶋野委員がおっしゃいましたように

我々摂津市っていうのは小さな市域であ

りますし、公立も民間も含めて先生同士も

顔の見える関係づくりがしやすい市でご

ざいますので、子どもの成長を定期的に見

る環境であったりとか、情報交換する場で

あったりとか、次世代育成部、教育委員会

の中にございますので、就学前と就学後が

連携を取りながらその辺の仕組みづくり

も研究していきたいなと考えております。

あと、その少子化に対しての一歩踏み込ん

だ施策というところでございますけれど

も、やっぱり摂津市で子どもを産み育てた

い、またそしてそれを子どもと一緒に住み

続けたい、こういったまちづくりが大切な

んかなと思っております。我々としてはや

はりハード面では、保育所、認定こども園

等の受け皿の確保であったり、地域の子育

て支援拠点のつどいの広場の開設、また学

童保育も充実をさせていかなけらばなら

ないと思っております。あと、ソフト面に

おきましては、次世代育成部を子育て世代

包括支援センターと位置づけまして妊娠

期から子育て期、一括して切れ目のない支

援を行っているんですけれども、やっぱり

先ほどの保育所の経済的な支援もそうで

す。新生児の聴覚検査もそうでございます

けれども、やはり我々いろんな制度をやっ

ておりますけれども、ここの摂津市で子ど

もを産んで育てよう、産んでも安心した体

制づくり、支援体制が整っているというこ

とを若いお母さん方、お父さん方に知って

もらうために子育てネットっていうホー

ムページもありますけれども、やはりもっ

と積極的に我々が取り組んでいる施策を

しっかりＰＲしてここで産んでも安心だ

と思ってもらえるような施策を令和３年

度以降も積極的に取り組んでいくことが

少子化対策につながっていくと考えます

ので、そういったことも念頭に置きながら、

施策に取り組んでいきたいと思います。 

○三好俊範委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 部長から言葉を頂き

ましてありがとうございました。まずその

保育士の確保の点なんですけれども、今週

の金曜日が小学校の卒業式ですよね。新型

コロナウイルス感染症対策ということで、

ご来賓の方は来られないということであ

りますけれども、本来そういった場に、例

えばその公立の幼稚園の園長先生なんか

は来ていただけるのかなと思っておりま

すが、これをもっと先ほど申し上げたよう

に、その学年に携わってこられた保育士の

方が来賓としてお招きされるということ

があれば、それは感動されるんやろうなと

思うんですよ。子どもの成長をしっかり感

じられる。そういったところがやはり摂津

市のその就学前施設で働くやりがいって

いったものにつながっていく一つの方策

になるのかなと思ったりもするんです。ぜ

ひそういった視点から次世代育成部がで

きたということを最大限活用していただ

いて、摂津市の就学前施設で働くそのやり

がいをもっともっとＰＲしていただける

よう、新たな事業や予算を伴わなくともす

ぐできるものがたくさんあると思ってお

りますので、そういったことを一つ一つし

ていただくことで、摂津市の就学前施設で
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の保育士の確保によりよい結果が出てく

るようにこれはお願いをしたいなと思っ

ております。 

 それと、少子化対策ということでもご答

弁をいただきました。やはりその都市イメ

ージといったものは大切でありまして、同

じような年代の方がたくさん住んでおら

れるまちであると。そしてこのまちに越し

てきたときには、子どもの学校には友達が

たくさんいて、非常に充実をした学園生活

を送れるんだ、そういったイメージを出す

といったことがひいては摂津市の人口の

問題からも大きな前進になっていくんだ

ろうなと考えております。そのためにはし

っかり少子化対策やっているまちなんで

すといったことを名実ともにアピールし

ていくといったことが大切なのかなとい

うふうに思っております。今まで摂津市は

子育て支援策の充実をしていくという方

向で、少子化対策も取られてきたと思って

いるんですね。その点は私も否定はしませ

んけれども、しかし、それと合わせて少子

化対策といったものはまた別の要素もあ

るわけですから、そこについてはしっかり

と研究をしていただいて、この令和３年度

の市政運営の方針にも書いていただいて

おりますけれども、子育てするのは摂津市

なんだ、そういった都市イメージがより多

くの皆さんに実感として持っていただけ

るような取り組みを期待しておりますの

で、どうかよろしくお願い申し上げます。

これで終わらせていただきます。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 私のほうからは２点で、

１点については要望で１点についてはも

う少しだけお聞かせいただきたいという

ことです。 

 まず、要望の部分です。家庭児童相談シ

ステム機器更新委託料の部分でいろいろ

話ありました。いろいろ従事される方の負

担軽減というふうなことで、それはもちろ

んやっていただきたいというふうに思い

ます。その上で、最初、村上委員も言うて

はったと思うんですけども、やっぱりそれ

以上の組織の充実っていうふうなことは、

求められると思います。人員の確保を含め、

やっぱり充実していっていただくように

強く要望だけしときます。 

 あと、保育士確保の話であって、私も今

までもずっと委員会でもずっと言ってい

る部分であるんですけど、今回はちょっと

村上委員のほうからも保育士の派遣の委

託料の話もありました。最初に村上委員か

らの質問で、認定こども園で３人足らない

っていうふうな話があったと思うんです

けど、私がちょっと気になるところは、こ

の４月からの体制ですね。その３人が埋ま

っているのと、いないので、保育所の体制

であるとか、保育所の運営上の問題である

とか、保育士が少ないっていうことであれ

ば待機児童に影響もあるのではっていう

ふうに思っています。あと、何らかの形で

その３人がいてないっていうふうな形に

なると、他の保育士への負担とかも考えら

れるのではないかというふうに私は思っ

ています。それで、この４月からの体制と

いうか、３名について派遣でっていうふう

なことを言われていたんで、いないのであ

れば何らかの支障、影響っていうふうなこ

とがちょっと考えられるんで、その与える

影響っていうふうなことについてちょっ

とお聞かせいただきたい。 

○三好俊範委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 こども教育課に

係りまして、保育士派遣委託事業ですね。
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３名分予算を上げさせていただいている

というところでございます。影響というこ

とでございますけれども、この３名につき

ましては、現在、契約といった形ではない

ですけれども、派遣会社のほうにも人がい

ないかというところで声かけはさせてい

ただいているところでございます。予算が

成立したら契約という形で派遣のほうの

お願いをしたいというふうに考えている

ところでございます。一応３名分見込んで

いるわけなんですけれども、会計年度任用

職員としても引き続き募集をしていると

ころでございます。若干足りない部分が今

のところまだ発生しておりますけれども、

ここについては引き続き募集をしてまい

りたいというふうに考えております。受け

入れの児童についても、基準上例えばゼロ

歳児で言えば３対１０、５歳児で言えば３

０対１といった基準がございますので、こ

の基準を守りつつの受け入れにならざる

を得ませんので、保育士の確保の数を見な

がらちょっと子どもの数については調整

させていただいているところでございま

す。 

○三好俊範委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 やっぱりどうしてもな

かなか必要とする保育士が確保できない

となると、やっぱり何らかの形でその園に

来てはる保育士にもやっぱり影響あるの

かなというふうなことは正直思います。今

日の朝からの答弁の中で保育士確保の話

もいろいろありました。今もうどうのこう

の言いません。ただ、保育士っていうのは

今、保育士がやっぱり園を選べる時代にち

ょっとなっているというふうなことが基

本的にはあります。そのためにもちろんや

りがいのことは進めていかないといけな

いと思いますし、やっぱり予算上で確保で

きることについてはやっていくべきとこ

ろもあるというふうな形で思いますんで、

その辺はやっぱりしっかり進めてもらい

たいと思います。やっぱり保育士が園を決

めていけるっていうふうな状況であるの

がもう現実かなというふうに思っていま

すので、その辺はやっぱりできるところ、

できないところあろうかと思いますけど、

強く要望いたします。以上です。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 それでは、以上で質疑

を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後２時２３分 休憩） 

（午後２時３２分 再開） 

○三好俊範委員長 再開いたします。 

 議案第２号及び議案第１０号の審査を

行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長。 

○末永上下水道部長 議案第２号、令和３

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って、主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 予算書３２ページ。令和３年度摂津市水

道事業会計予算実施計画説明書をご参照

願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は前年度に比べ８，８１６万６，０００

円の減額でございます。これは主に事業所

などの従量料金の減少によるものでござ

います。目２受託工事収益は前年度に比べ

３，３６３万２，０００円の減額でござい

ました。これは、公共下水道工事などに伴

う給配水管移設工事費の減少によるもの

でございます。目３受託事業収益は前年度
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に比べ４１１万６，０００円の増でござい

ます。これは下水道使用料徴収受託料の増

加によるものでございます。目４他会計負

担金は前年度に比べ１９万４，０００円の

減額でございます。これは、消火栓管理負

担金の減少によるものでございます。目５

その他営業収益は前年度に比べ５万４，０

００円の減額でございます。これは主に工

事検査手数料の減少によるものでござい

ます。項２営業外収益、目１受取利息及び

配当金は前年度に比べ６３万１，０００円

の減額でございます。これは主に預金利息

の減少によるものでございます。目２土地

物件収益は前年度に比べ１１０万５，００

０円の増額でございます。目３納付金は前

年度に比べ３１３万５，０００円の減額で

ございます。これは主に新設戸数の減少に

よるものでございます。 

 ３４ページ。目４他会計負担金は前年度

に比べ３８８万５，０００円の増額でござ

います。これは主に中央送水所施設使用負

担金の増加によるものでございます。目５

長期前受金戻入は前年度に比べ８５万３，

０００円の増額でございます。これは、令

和２年度以前に取得した固定資産の財源

として充当した交付金などの長期前受金

について、当該資産の減価償却見合い分を

収益化するものでございます。目６消費税

還付金は前年度に比べ１，４４６万５，０

００円の増額でございます。目７雑収益は

前年度に比べ２０７万７，０００円の増額

でございます。これは、主に大阪広域水道

企業団からの負担金の増加によるもので

ございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は前年度に比べ２５７万

５，０００円の減額でございます。これは

主に井戸洗浄作業委託料、施設修理費及び

動力費の減少によるものでございます。 

 ３８ページ。目２配水・給水費は前年度

に比べ３１０万４，０００円の増額でござ

います。これは、主に検定満期量水器取替

え業務委託料の増加によるものでござい

ます。 

 ４０ページ。目３受託工事費は前年度に

比べ３，５４１万９，０００円の減額でご

ざいます。これは、主に公共下水道工事な

どに伴う給配水管移設工事費の減少によ

るものでございます。 

 ４２ページ。目４業務費は前年度に比べ

１，０９３万７，０００円の増額でござい

ます。これは主に会計年度任用職員に係る

人件費を総係費から移管したことによる

ものでございます。 

 ４４ページ。目５総係費は前年度に比べ

１，４５７万８，０００円の減額でござい

ます。これは主に会計年度任用職員に係る

人件費を業務費へ移管したことによるも

のでございます。 

 ４８ページ。目６減価償却費は前年度に

比べ３１８万９，０００円の増額でござい

ます。これは主に令和２年度に取得した固

定資産に係る減価償却費の増加によるも

のでございます。目７資産減耗費は前年度

に比べ６２４万５，０００円の減額でござ

います。これは、固定資産除却費の減少に

よるものでございます。項２営業外費用、

目１支払利息及び企業債取扱諸費は前年

度に比べ２９万９，０００円減少でござい

ます。目２雑支出は前年度と同額の２００

万円でございます。項３、目１予備費は前

年度と同額の１，０００万円でございます。 

 続きまして、５０ページ。資本的収入で

ございますが、款１資本的収入、項１、目

１企業債は前年度に比べ１，０１０万円の
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減額でございます。これは主に施設改修事

業債の減少によるものでございます。項２、

目１交付金は前年度に比べ１，８７７万円

の増額でございます。これは、主に交付金

対象事業の増加によるものでございます。 

 次に、資本的支出でございますが、款１

資本的支出、項１建設改良費、目１施設改

修費は前年度に比べ１，７４４万１，００

０円の減額でございます。これは主に施設

改修工事費の減少によるものでございま

す。目２固定資産取得費は前年度に比べ７

２１万３，０００円の増額でございます。

これは主に量水器購入費の増加によるも

のでございます。 

 ５２ページ。目３配水管整備事業費は前

年度に比べ１億４，１３２万３，０００円

の増額でございます。これは主に配水管布

設工事費の増加によるものでございます。

項２、目１企業債償還金は前年度に比べ２，

３４３万５，０００円の増額でございます。

これは、企業債元金償還金の増加によるも

のでございます。項３、目１交付金返還金

は３９万７，０００円で前年度に比べ皆増

でございます。項４、目１予備費は前年度

と同額の５００万円でございます。以上、

議案第２号、令和３年度摂津市水道事業会

計予算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和２年度

摂津市水道事業会計補正予算(第３号)に

つきまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書７ページ。令和２年度摂津市

水道事業会計補正予算実施計画説明書を

ご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目２受託工

事収益は２，３３９万１，０００円の減額

で、これは公共下水道工事に伴う給配水管

移設工事費の減少によるものでございま

す。項２営業外収益、目１受取利息及び配

当金は６３万１，０００円の減額で、これ

は預金利息の減少によるものでございま

す。目４他会計負担金は３，６８７万１，

０００円の減額でこれは新型コロナウイ

ルス感染症対策として実施した水道料金

減額の確定に伴い、一般会計の負担金の減

少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目２配水・

給水費は９１１万７，０００円の減額で、

これは検定満期量水器取替え業務委託料

など、委託料の減少及び量水器修理費の減

少によるものでございます。目３受託工事

費は２，１６９万９，０００円の減額で、

これは公共下水道工事に伴う給配水管移

設工事費の減少によるものでございます。

目５総係費は２３４万４，０００円の減額

で、これは主に一般会計負担金の減少によ

るものでございます。 

 続きまして、資本的収入でございますが、

款１資本的収入、項１、目１企業債は１億

１，７７０万円の減額で、これは施設改修

事業債の減少によるものでございます。 

 次に、８ページ。資本的支出でございま

すが、款１資本的支出、項１建設改良費、

目１施設改修費は１億６，８３４万１，０

００円の減額で、これは主に施設改修工事

費の減少によるものでございます。目２固

定資産取得費は１９５万１，０００円の減

額で、これは主に車両購入費の減少による

ものでございます。 

 以上、議案第１０号、令和２年度摂津市

水道事業会計補正予算（第３号）の補足説

明とさせていただきます。 

○三好俊範委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 
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 村上委員。 

○村上英明委員 １回目、お尋ねをさせて

いただきます。 

 まず、先ほど概要説明でも若干触れられ

ておられましたけども、予算書の３３ペー

ジのところの歳入の分で、給水収益という

ことでちょっと触れていただきました。令

和３年度におきましては、この給水戸数も

約４００戸ですかね。また、給水人口も１

００人ほどですかね。また年間総給水量も

ふえているというような中で、その基本料

金はふえているんですけども、従量料金、

要は使った分の金額が下がっているとい

うことでその関係ちょっとお尋ねしたい

んです。 

 ２点目です。土地使用料の件でございま

す。予算書の３３ページのところなんです

が、旧の鳥飼送水所跡地と太中浄水場用地

と鳥飼送水所用地、この３か所で、１．４

倍ぐらいの土地使用料がふえている理由

をお尋ねしたいなというふうに思います。 

 ３点目でございます。予算書の３３ペー

ジのところだと思いますが、ここで研修費

が計上されています。令和３年度の当初予

算は、令和２年度の当初予算に比べれば約

５万円か６万円ぐらい金額がアップして

いるんですけれども、研修の内容について、

増額の内容についてちょっとお尋ねをし

たいなと思います。 

 それから４番目。予算概要の１３８ペー

ジで、マッピングシステムの保守点検業務

委託料が計上されております。これ、令和

２年度と同額なんですけども、この業務の

委託内容について、お尋ねをしたいと思い

ます。 

 ５番目、水道料金等の収納事業というこ

とで、今年新しくということでスマートフ

ォン決済サービスの導入がされたという

ことでお聞きしているんですけどもね。そ

の中でコンビニ収納とか、また口座振替っ

て今されていると思うんですが、この令和

３年度の収納全体の中でそれぞれどうい

う比率で考えておられるのかということ

をお尋ねをしたいなと思います。 

 ６番目、予算概要の１４４ページのとこ

ろでございます。労働安全衛生事業という

のがありまして、令和２年度、予防接種の

ことですね。要は令和２年度が２万円ほど

計画されていて、令和３年度が５，０００

円ということで減額になってるんですけ

どもね。その理由とこの令和３年度の予防

接種の内容についてをお尋ねをしたいと

思います。 

 それから、７番目、配水管の整備事業の

ところで、予算概要の１４６ページのとこ

ろでございます。施工延長が令和２年度よ

りも約３７０メートル、この令和３年度は

減ってるんですが、今年の施工の目的が老

朽化対策なのか、耐震化なのか分からない

ですけども、施工する理由について、お尋

ねをしたいなと思います。 

 次が、補正予算でございます。 

 補正予算書の７ページのところで先ほ

ども概要説明がございましたけども、款１

の水道事業収益の４の他会計負担金とい

うことで、新型コロナウイルス感染症対策

の部分ですね。ここで説明がありました。

今回３，６８７万１，０００円ということ

で、４０％を超える金額をこの補正で減額

ということになってますから、要は半分ち

ょっとぐらいしか執行してなかったとい

うことで、どういうことだったのかご質問

します。これが補正の１点目。 

 補正の２点目なんですが、次のページの

８ページのところで、施設改修費。先ほど

ちょっと概要説明もございましたけども、
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工事請負費の部分でございまして、これは

当初予算費の中で１億６，８１２万５，０

００円の減額は約４分の１を占めている

と思いますが、その２５％減の理由につい

てちょっとお尋ねをしたいなと思います。 

 以上で１回目です。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、令和３年度給

水収益の内容につきまして、ご答弁させて

いただきます。 

 委員がご指摘のとおり、来年度につきま

しては、給水戸数及び給水水量ともに増加

と予想しておりますが、給水収益自体は減

少という予想させていただいております。

これは、今年度の傾向を基に来年度予算を

想定させていただいておりますが、大きく

分けますといわゆるコロナ禍によります

巣篭もり需要ということで一般家庭の使

揚水量が増加している半面、企業活動が大

幅に停滞しておりますことから、企業の使

用水量が大幅に減っているということで、

プラスマイナスを考えますと全体的にも

プラスですが、給水単価の高い大口需要家

の使用が低下しているということから、給

水収益につきましては、減少傾向にあると

想定しているところでございます。 

 続きまして、収納の比率についてどう想

定しているのかということでございます。

現在、収納方法といたしましては、窓口で

の納付書払いによる収納及びコンビニエ

ンスストアの窓口での収納、あと口座振替

による収納となっております。現在、口座

振替による収納につきましては、約７０％

で推移しております。その他金融機関での

収納につきましては、約７％で残り２３％

がコンビニエンスストアでの収納となっ

ておりまして、ここ数年はほぼ同じ比率で

推移しておりますので、令和３年度につき

ましても同数で予定しているところでご

ざいます。 

 続きまして、補正予算の他会計負担金。

新型コロナウイルス感染症対策の減額に

よります負担金の執行状況でございます。

委員がご指摘のように、令和２年補正予算

におきまして、８，９９８万８，０００円

の減額額プラスシステム改修費用として

４０万円計上させていただいておりまし

たが、そのうち大阪広域水道企業団の給水

料金の減額がございまして、２，７５１万

３，０００円減額となっております。その

ため、それを差し引きまして５，３５５万

６，０００円の執行ということになってお

ります。以上でございます。 

○三好俊範委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、私のほ

うから、質問番号２番の土地の収入につい

てまずご答弁させていただきます。この土

地の収入につきましては、委員もおっしゃ

っていただいてますとおり、鳥飼送水所等

の用地を一般会計に貸し出ししてるもの

でございます。これにつきましては、平成

２９年度に料金について一般会計の担当

部局、それから財政部門と協議させていた

だきまして、一定の基準を定めさせていた

だきました。内容といたしましては、路線

価に一定の割合、６％をかけたものを賃借

料とするという協定書を締結させていた

だきました。しかしながら、前年度の料金

とその改定後の料金がかなり上がること

になってしまいましたので、それについて

は段階的に上げていきましょうという取

り決めをさせていただきました。具体的に

は、最終的には５割減免という形を取り決

めましたけれども、毎年毎年９割減免、８

割減免、７割減免とするという形を取り決
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めさせていただきましたので、令和２年度

については、７割減免だったところを令和

３年度については６割減免ということに

なっておりますので、料金が上がっている

状況でございます。 

 続きまして、３番目の研修費ですけれど

も、研修の内容といたしましては、主に水

道施設課における職員の車両系の建設機

械運転技能研修のほか、チャレンジコンテ

ストの参加費等を見込んでおるところで

ございます。 

 それから続いて、６番目の予防接種の件

ですけれども、予防接種につきましては内

容といたしましては、破傷風ワクチンの接

種を予定しております。破傷風のワクチン

につきましては、毎年１回接種するという

ものではなく、ある程度の期間をおいて一

人３回まで接種する形になっております。

そのため、令和２年度までにある程度の接

種している職員がございますので、令和３

年度につきましては、３名についての２回

分で、単価７５０円を見込んでおりまして、

今回の予算計上ということになっており

ます。以上です。 

○三好俊範委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、村上委員の

質問で、水道施設課管理に係るものについ

てお答えさせていただきます。まず、４番

目のマッピングシステムの委託内容につ

いてというお問いでございますが、水道マ

ッピングシステムといいますものは水道

の台帳システムを運用しているものでご

ざいます。これにつきましては、年間のこ

の保守点検の分が今のところメーンにな

っているところでございます。 

 続きまして、７番目の配水管整備事業な

んですけれども、延長のほうが昨年度に比

べますと少し減ってはいるんですが、この

中のうち管径５００ミリの分につきまし

て、これが基幹管路の更新工事によるもの

でございます。これにつきましては、今年

度、新在家鳥飼上線のところで施工してい

るところで引き続き延長して進めていく

予定になっております。その他の延長につ

きましては、老朽化している分、それから

修繕履歴があったところなどについての

これも主に老朽化によるものの保全とい

うのを目的に管路を設定しているところ

でございます。 

 次に、補正予算の施設改修事業について

のお問いですけれども、この工事請負費と

いうものは、今、中央送水所で行っており

ます２号配水池の更新工事のものでござ

います。令和２年度におきましては、現在

もう終わっております配水池の底部の基

礎工事に伴い、一部更新工事の完成後に供

用する配水管の施工を予定しておりまし

た。これにつきましては、令和２年度の施

工をやめて、令和３年度にタンクを建てる

ときにやらせていただこうと思ってます。

そういうことで、その工事の分は令和２年

度ではなくて令和３年度にやることでや

っておりますので、その分の費用を令和２

年度から令和３年度のほうへ持って行っ

た分がこの金額になっているところでご

ざいます。以上です。 

○三好俊範委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後２時５９分 再開） 

○三好俊範委員長 再開します。 

 村上委員。 

○村上英明委員 １点目のこの給水収益

の件につきましては、先ほどのご説明があ

りまして、大口需要家の減少、それが１番

大きいということで給水量なり、給水戸数

なり、人口なりは全体的にはふえてるけど
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も、従量料金は減ってるというのが先ほど

の理由だということでございました。しっ

かりと適切な形で、収益として上げていた

だくということはやっぱり要望としてお

きたいと思います。 

 ２番目の土地使用料の件は分かりまし

た。今後はまた６割か５割に減免になって

いくと。これで一応着地というか、今後は

変更なしという形でいくんだということ

でございましたので、これについては分か

りました。 

 ３番目、研修費の件でございます。建設

機械の研修であるとか、チャレンジコンテ

ストであるとかいうことであったんです

が、私の思いはほかにもちょっと業務的な

形で何か研修って受けておられないのか

なというふうに、要は技術力アップの観点

ですね。そういう面でもまた研修も考えて

いっていただけたらなというふうには思

いますから、水道も下水もそうなんですけ

ども、やはり経験という部分もある程度必

要なんですが、それにプラスやっぱり研修

を重ねていって、限られたマンパワーでご

ざいますので、技量の面を高めるという観

点からこの研修といったものをしっかり

と取り組んでいっていただけたらなと思

って要望としておきます。 

 ４番目のマッピングシステムの件でご

ざいます。保守点検の部分だということで

ございました。自分の施設の掌握っていう

のは本当に１番大切なところだと思いま

すし、それをしっかりしてるところが他企

業から見ても安心感であったり、企業的な

レベルっていう部分につながってくるの

で、そういうことでやっぱりしっかりとこ

の自分の施設を掌握という観点で取り組

んでいただけたらなというふうに思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 次の５番目でございます。水道料金の収

納事業で収納方法の比率ですが、口座振替

が１番多くて７０％ということでありま

したけども、これがまたスマートフォン決

済も新たに取り入れていうということで、

また一つの収納の方法が市民からすれば

ふえてきたのかなというふうに思います

が、やはりしっかりと収納していただくと

いうのが１番だと思いますので、適切な形

で収納していただける施策をまたこれか

らも広めていけるような検討をお願いし

たいなと思います。 

 ６番目でございます。予防接種の件でご

ざいます。こういう業務の方が破傷風とい

うのはあるのかなというふうにちょっと

思っていたんで質問させていただいとっ

たんですけども、予防接種ってやっぱり自

分の身は自分がしっかり守っていく、健康

あればこそ次の自分の仕事につながって

いくと思いますので、これから健康面、ま

た健康管理にも取り組んでいっていただ

きたいということで要望としておきます。 

 ７番目の配水管の整備事業でございま

す。耐震化というのがこれまでも議論され

てきていました。どこまでやったら本当に

地震が発生したときにも耐えうる設備な

のか、要は１００点満点ではないと思いま

すから、そういう意味ではやっぱりこの耐

震化も必要なんですけど、やっぱり漏水を

起こさないという老朽化対策もまたしっ

かりと取り組んでいっていただきたいと

いうことでこれ要望しておきたいと思い

ます。 

 補正のほうなんですが、新型コロナウイ

ルス感染症の関係での水道料金の減免の

件ですね。これについては、分かりました。

この水道料金減免っていうのは、本当に市

民からのよかったというご意見も結構聞
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いていましたので、そういう意味でまたこ

れからもまた要望もさせていただきます

し、またよろしくお願いします。 

 最後の工事請負費の件は、令和３年度に

行程を持ってきたということでございま

すので、その理由について分かりました。

またこれから工事の件もしっかりと取り

組んでいっていただきたいということを

申し上げて私から終わります。以上です。 

○三好俊範委員長 暫時休憩いたします。 

（午後３時 ６分 休憩） 

（午後３時２０分 再開） 

○三好俊範委員長 再開いたします。 

 ほかにございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、続けて質問させて

いただきたいと思います。私のほうからは

おおむね４点お聞きしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 最初に、給水収益の減少というようなこ

とで、村上委員のほうからも質問あって、

お答えもいただいていた分なんですけれ

ども、とりわけ大口需用家が減少するとい

うような影響が多くて、今回予算的にはこ

の給水収益に減少の見込みであげている

とおっしゃっていました。ただこの令和２

年度と令和３年度を比較する際に、新型コ

ロナウイルス感染症の影響は一定あると

いうふうには思うんですけれども、企業活

動がストップするほどのことが令和３年

度に起きたことを想定しての予算組みに

なっているのかどうか。私は緊急事態宣言

がまた起こる可能性っていうのはあった

としても、今年の１、２月のような程度の

ものであるならば工場ストップとかそん

なことにはならないんじゃないのかなと

認識をしているんです。その点、今回の見

込みについてお考えをお聞きしたいとい

うふうに思います。 

 ２点目です。資本的収益のところで、交

付金の項目があるというふうに思います。

この交付金について、どういった事業にあ

てられるものなのか、どういった事業だっ

たらこの交付金申請をして獲得できるの

か、そこらあたりの点について、お聞きし

ておきたいというふうに思います。 

 ３点目です。これは、予算概要の１３６

ページの太中浄水場管理運営事業のとこ

ろに関わってなんですけれども、この間、

大阪広域水道企業団水と自己水の送管の

ことをいつも聞いたりしているんですけ

れども、太中浄水場の井戸の揚水量ってい

うのがなかなか減ってきているんだとい

うふうなことをおっしゃられたというふ

うに思います。その原因的には、井戸の網

目のところがだんだん詰まってくると、揚

水量が減っていくというふうなことをお

っしゃっていたのかなというふうに思い

ます。一方で、地下水そのものの状況って

いうふうなものの把握っていうのは、され

ているのかどうなのか気になっています。

といいますのもその摂津市内の大口需用

家のところで、企業で地下水くみ上げをさ

れて、このことは摂津市議会としても大き

な問題だっていうようなことで言ってき

た経過があります。また、それとは別のと

ころでも、民生常任委員会の所管の有機フ

ッ素化合物の関係の環境問題で、大量に地

下水をくみ上げてそういう作業していた

っていうようなことで、地盤沈下もあちら

ではちょっと起きているようなことも耳

にしたりしています。ちょっとその地下水

そのものについて、摂津市内の状況もそう

ですし、太中浄水場の周辺、上流にある茨

木市や高槻市の企業活動の中で地下水の

くみ上げなんかが頻繁に行われているっ
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ていうようなことになれば、それはその揚

水量にも影響してくるんじゃないのかな

というふうに感じたりするんですが、そう

いった調査というか、把握の必要性、そこ

ら当たりを令和３年度でできれば取り組

んでいただきたいなというふうにも思う

んですが、ちょっと現状についてお聞かせ

いただけたらと思います。 

 最後４点目なんですけれども、中央送水

所管理事業の中で、映像作成委託料という

ことが計上されています。前年の予算審査

の議事録を見ていましたら、このこともい

ろいろ議論されているようで、お隣の中央

送水所でタンクの工事をやっていますが、

その様子を映像に残して教材やいろんな

ＰＲに使っていくというふうなことが検

討されているというふうに理解しており

ます。それも一つですし、それ以外にも水

道事業に関わるＰＲっていうのがいろい

ろと大事になってくるのではないのかな

というふうに以前申し上げたと思うんで

す。ちょっとこの映像制作に関わって、ち

ょっとどんな感じで進んでいるのかが１

点と、そのほかにも何かしらＰＲするよう

な取り組みっていうのがされてないか、そ

の点をお聞きしておきたいと思います。 

 以上４点です。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、１点目のご質

問。給水収益の減少につきまして、新型コ

ロナウイルス感染症の影響に関する想定

の内容ということにつきまして、ご答弁さ

せていただきます。まず、令和３年度の給

水収益の想定につきましてですが、こちら

は令和２年度の上半期、４月から９月まで

の実績を出しまして、そこから令和２年度

下半期及び令和３年度１年間の過去の傾

向からその想定をさせていただいており

ますので、令和２年度４月から６月にかけ

て非常に企業活動が低下しました影響が

想定の中に反映されておりますので、非常

に厳しめの想定となっております。しかし

ながら、この令和２年度の下半期、既にあ

る程度実績は出ておるんですけども、２度

目の緊急事態宣言が出ておりますが、令和

２年の４月から６月と比較しまして、企業

活動の低下というのは見受けられません。

回復傾向にございますので、そちらを勘案

しますと令和３年度につきましては、この

想定しているものよりかは上方に想定可

能ではないかとは考えられますが、いかん

せんその状況の見通しが全く立たないと

いうことから当初の想定どおり若干厳し

めの予想という形で出させていただいて

おります。以上でございます。 

○三好俊範委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、２番目

の交付金に関し、答弁申し上げます。今回

の交付金につきましては、対象事業としま

しては、配水池の更新工事に係るもの。そ

れから、緊急遮断弁の設置に係るもの。こ

れが対象になっております。交付金の対象

の範囲もやはり近年防災の観点から耐震

化でありますとか、地震対応そういったも

のの事業について交付金が対象になって

いる状況でございます。 

 それから４番目のＰＲについてですけ

れども、委員からもおっしゃっていただい

ていますとおり、映像の作成委託料を予算

計上させていただきまして、今後啓発の際

にそういった映像を見ていただくという

ことを想定しております。これ以外にも令

和２年度については新型コロナウイルス

感染症の影響で開催しませんでしたけれ

ども、水週間の際にコミュニティプラザ等
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でほかのイベントと一緒になって水の啓

発活動に努めております。令和３年度につ

きましても、そういったこれまで同様の取

り組みをして啓発に努めていきたいと考

えております。以上です。 

○三好俊範委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、太中浄水場

の自己水の井戸の状況についてのご質問

にお答えさせていただきます。井戸の揚水

量は減少しているかどうかという、地下水

そのものが減っているかどういうことの

お問いだったと思うんですけども、まず結

論から言えば、私どももそれはまだ分から

ないというのが正直なところでございま

す。我々としましては、やはりくみ上げる

ポンプの能力が傷んできたときに初めて

その揚水量が下がってくるという感覚を

持っております。あともう一つその井戸の

状況そのものの状態が古くなって、揚水量

がだんだんと下がってくるという、その井

戸自身の問題という、以上の２点がござい

まして、これが地下水の水量の影響かどう

かとなりますと、なかなか私どもにとって

は判断が難しいところかなと思っており

ます。私ども深井戸で水を取っております

ので、機械、ポンプの能力があるのに揚水

量が減ったとかいう事例がもし生じたと

きにはその辺も調べることはあるかと思

うんですけど、今のところはそこまでちょ

っと現場からも報告は聞いておりません

し、私自身もそう判断しております。です

けど、一度その辺の能力についても今の状

況分かる範囲でまたちょっと調べ直しま

して、そういうことの顕著なサインが出て

いるかどうかというのは一度確かめてみ

たいと思っております。以上です。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、２回目続けて質問

させていただきたいと思います。 

 最初の給水収益の点なんですけれども、

課長がおっしゃるように今回の予算組み

の基本となるのが令和２年度上半期のと

ころの実績なんだというようなことで、確

かにそういったことで辛目の予算組みに

なっているというふうなことについては、

理解しました。今後の見通しっていうふう

なことを考えたときに、料金の値上げって

いうのも行く行くしていかないといけな

いっていうふうな検討が経営戦略の中に

示されていて、そうならないために何とか

ならないかというようなことを私の会派

のほうでは言わせていただいた経緯があ

ります。そういった点では、見通しは見通

しで予算組みし、今回こういうことになっ

ているわけですけれども、その実績につい

てはもっと細かく分析もしていって、今後

のその検討につないでいっていただきた

いというふうに思っています。それと同時

に今回やっぱり新型コロナウイルス感染

症の関係で売上げ減少というふうなこと

が実質この令和２年度で起きているわけ

ですよね。そういった中で、いろんな中小

企業とかそういったところには減収補て

んというようなことで何がしか、国の事業

でも行っているじゃないですか。そういっ

たことも鑑みて、摂津市の企業会計として、

災害時だったりとかいろんなケースを考

えたときには、一般会計からの補てんとい

うのが全く無理ということにはならない

んじゃないかなというふうに思っていて、

直近も２年後、３年後のところに、経営戦

略の中では値上げをせないかんというふ

うなそんなことがうたわれていますが、今

の給水収益の減少というのが、そこのとこ

ろの原因に結びついてしまってはいけな

いんじゃないかなっていうふうに思うん
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です。 

 そういった意味合いから、減収補てんと

かいうふうな、そういう意味合いの何かし

ら対策は取れないものなのかどうなのか、

この点について、部長のほうにお答えいた

だけたらなというふうに思います。これ、

１点目です。 

 次に、２点目の交付金のところです。 

 対象となる事業というのは限られてく

るというふうにはもちろん私も認識して

いて、今回は配水池の工事だったり、緊急

遮断弁、そういうふうなところになってい

るんですけれども、今回つくられている行

政経営戦略のカラー冊子なんかも見てお

りましたら、いろいろと今後の課題、現状

と課題というふうなことが書かれている

中で、収入についても補助金の交付要望と

か適正な料金水準等の検討を進めるとい

うふうな文言が見受けられます。補助金、

交付金、そういったところの収入について

もふやしていくというか、もぎ取ってくる

ような、そういうふうなことのご努力、や

られているというふうに思うんですけれ

ども、そこらあたりでちょっと今後の動向

も含めて、もう一度ちょっと傾向について

お聞かせ願えたらなというふうに思いま

す。 

 ３点目です。 

 太中浄水場の井戸水の関係のところで

ちょっとお聞きしましたが、確かになかな

か地下水の流れ、深いところの状況ってい

うふうなことはなかなか見えないもので

すから把握もしづらいというふうなこと

はあるかと思うんです。けれども、他市で

地下水をメーンに給水事業をされている

ところがいくつもあるというふうに思う

んですけれども、そういったところで企業

活動の中で地下水がどんどんとくみ上げ

るところがふえてくる中で、揚水量が減っ

ているような、そんなところがあるやに見

ています。 

 近いところで言ったら、長岡京市とか、

そういったところも、もともと地下水メー

ンでやっていたのが、なかなかそれがくみ

上げ量も減る中で、ちょっと摂津市とも似

ているところがあるのかなというふうな

ことがありましたので、長岡京市では市内

の企業なんかにも協力を求めるような、そ

ういう動きもあるようです。 

 摂津市の場合は、もちろん環境保全協定

というのがあって、これは地盤沈下を防ぐ

ためにっていうふうなことで過去やられ

てきているわけですけれども、太中浄水場

の井戸のことを考えると、安威川以南に摂

津市の場合はそういう企業も多いわけで

すが、茨木市や太中浄水場の地域から近い

ところ、そういう地域の情報というのも把

握しておくことが必要なのじゃないのか

なというふうなことを、今、感じたりもし

ております。 

 そういった点では、今後についてぜひち

ょっとそういう視点も持っていただけた

らなということで要望しておきたいとい

うふうに思います。 

 最後、４番目ですけれども、ＰＲの問題

で、映像制作のほうはおいおいできてくる

んだろうなというふうに思っております。

子どもとか学生とか、そういう社会見学の

ときとかの教材資料に使われるというふ

うなことで考えておられると思うんです

けれども、もっとたくさんの人に見てもら

うというふうなことも考えたらいいんじ

ゃないのかなと思います。 

 例えば、インターネットのユーチューブ

みたいな動画で、上下水道部のホームペー

ジもつくられているわけですから、そうい
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うところを開いたら状況が見てとれるみ

たいな、そういうのって割と大事じゃない

かなというふうに思うんです。 

 というのも、この行政経営戦略の冊子で、

上水道、下水道ってそれぞれページが見開

きであるんですけれども、文字でいろいろ

書かれている、表とかグラフとかであるの

と、ぱっと目に入ってくるのって言ったら、

段違いでこういうのが興味・関心を持って

見られるポイントじゃないかっていうふ

うに思うんです。 

 下水道のところを見ましたら、例えば下

水管の管路の中の点検とかいうふうなこ

とで、こんなロボットみたいなものが管の

中を動いていくんだなというふうな、そう

いうのも、こういうのを見て初めて気づく

ような、そういった場面もあるわけです。 

 下水道のところには、広報活動の充実な

んていうのも今後の課題として挙げられ

ていることからしても、ぜひ、水道のほう

でも、水週間の啓発など、より広く市民の

皆さんに上下水道部はこういうことで活

動しているんだというふうなことを見て

もらえるような、そういう工夫もあってよ

いのかなっていうふうに思います。 

 その点については要望としておきます

ので、ぜひ、今後とも取り組みをお願いし

たいと思います。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、２番目

の交付金の獲得について答弁申し上げま

す。 

 近年、国のほうでは、やはり国でも財政

状況厳しい中、地方に対する交付金につい

てはいろいろと重点化を図ったり、様々な

工夫をしている市町村に対して傾斜配分

を行う、そういった傾向があるのかなと思

っております。 

 水道事業に関する交付金についても、や

はり先ほど申し上げたように、耐震化であ

るとか、防災の観点を踏まえた交付金のメ

ニューが最近つくられてきております。 

 水道事業だけに限らず、一般会計の事業

も含めて、そういった形で国の交付金に

様々なメニューが加えられたり、重点化の

項目が決められたりということがござい

ますので、やはりまずはそういった変更の

内容をきちんと把握して、国の交付金のメ

ニューに乗っていけるようにきちんと手

立てしていく必要があると感じておりま

す。 

 そういったことで、きちんと、国の交付

金に無理やり合わせる必要はないかと思

いますけれども、市の施策の中で国の考え

方と合致する分については、きちんと国の

考え方にも乗って交付金を獲得していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 弘委員からの水道

事業の経営についての質問にお答えさせ

ていただきます。 

 経営状況として令和元年７月に上下水

道ビジョン及び経営戦略という形で公表

させていただきました。 

 その中で、令和５年度に２５％値上げと

いう内容も含めていたかと思います。 

 今回、この新型コロナウイルス感染症の

関係で減免という措置も取らせていただ

いております。 

 また収益自身も戦略以上に減収してい

るというような、その減収幅は想定以上で

あったというところでは、収益が減少して

いると。 

 この当初予算、私どもは上下水道事業と



- 51 - 

 

して、水道料金を値上げするというのが目

的で行っているわけではなく、その毎年の

努力で令和５年度を、令和７年度、令和９

年度というところに持っていきたいと考

えております。 

 令和３年度の予算だけで言いますと、予

算を組む中では収益が８千万円、９千万円

減少してくるのが初めに見えてきました

ので、その中で、予算を組む際に、今回、

純利益約６千万円弱出ていると思うんで

すけど、もともと純損失が５千万円になり、

単年度の純利益を落としてしまうと剰余

金が減っていく状態が続いていきますの

で、職場の中でもできるだけ削減を進める

という形で、身の丈に合った予算という形

で何とかプラス６千万円でつないでいく

という状態でございます。 

 ただ、先ほど柳瀬課長のほうからもあり

ましたとおり、今回ちょっと見込みがつか

ない、企業として無理もできないというと

ころで、減収は認めながらも、費用の支出

をできるだけ抑制しながら進めていくと

いう状況が続いているところです。 

 それと、災害時に特別に一般財源のほう

からの補てんというところでございます

が、一般会計のほうでも新型コロナウイル

ス感染症でひとり親家庭への交付金等い

ろいろされている中では、新型コロナウイ

ルス感染症対策の中でいうと、水道料金の

補てんというのはなかなか難しい状況で

ございますが、先ほどございました交付金

とか、国の交付金以外の支援策についても、

他市の動きを見ながらも、情報収集を進め

ながら、努力してまいりたいと思っており

ます。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今、ご答弁いただきまして、

現状については理解をするんですけれど

も、先の見通しを考えたときに、やっぱり

市民の暮らしも厳しくなる中で、２年後、

３年後に値上げっていうふうなことにな

ってしまうと、厳しいことになってくるよ

うに思うんですよ。 

 もちろん公営企業会計だからっていう

ふうなことでいろんな縛りがあるってい

うふうなことではあるんですけれども、し

かし、令和元年度の決算のときには一定黒

字も積んで、その値上げの時期は遅らせる

ことできるかなというふうなこともあっ

たのが、新型コロナウイルス感染症の影響

でそうではなくなるっていうふうなこと

になるのはどうだろうっていうふうなこ

とになるわけです。 

 だから、その代表質問の中でも市長がお

っしゃられたことかもしれませんけれど

も、できるだけ値上げしたくないというふ

うなこと、そのために、この１年、２年で

どういうふうなことができるのかという

可能性をぜひ探っていただいて、ちょっと

ご努力いただきたいというふうに思って

おります。 

 今回示された予算の内容では、このまま

でいったらやっぱり値上げかっていうふ

うなことになってしまうので、そこのとこ

ろはそうならない方向を模索していただ

きたいということで、私のほうからは意見

として申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私からも数点お聞か

せいただきたいと思います。 

 まず、これは弘委員の質問と相当かぶる

んですけれども、ちょっと給水区域のこと

についてお聞かせいただきたいと思うん

です。 
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 摂津市は、私が申し上げるまでもありま

せんけれども、自己水と大阪広域水道企業

団水と区域ごとに分けながら給水をして

いるわけですよね。 

 その中で太中水系につきましては、ざっ

くり言うと、安威川より以北、ＪＲ京都線

よりも以南の中で、三島と言われる地域を

除いたところが太中浄水場のいわゆる給

水区域になるのかなと理解をしておりま

す。 

 以前から、太中浄水場の井戸水をいかに

将来にわたって保っていくのかというこ

とは、非常に大切な課題であると私も認識

をしております。 

 そういうこともございまして、やはり大

阪広域水道企業団水の割合を、私は少しず

つふやしていくべきなのかなというのを

考えているところなんですね。 

 令和３年度の予算書を拝見しておりま

すと、基本的な従前の考え方に基づいて給

水もしているのかなというように思って

おります。 

 今後、この井戸の枯渇といったことも水

道ビジョンの中でも課題であるというこ

とをうたわれている中で、今後も今までど

おりの給水区域の考え方に基づいて事業

を行っていかれるのか、ちょっとこれは、

先ほどの弘委員の質問ともかぶるところ

あると思うんですけれども、ちょっとお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 それから、２点目といたしまして、研修

事業についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 村上委員の質問ともかぶってくるとこ

ろなんですけれども、以前から水道事業に

関する技術の継承ということが大きな課

題として挙げられておりました。 

 今、私も大阪広域水道企業団議会の議員

として参加をさせていただいております

けれども、摂津市と人口規模が同程度の市

町村もどんどん大阪広域水道企業団のほ

うに参加をするという流れになっている

のかなと思います。 

 現在は、摂津市はその大阪広域水道企業

団との統合ということについては、まだ考

えてないのかなと思っておりますけれど

も、しかし、ほかの市町村を見ております

と、大阪広域水道企業団との統合をする理

由の一つとして、この技術的な問題もある

のかなと感じているんですね。 

 そういう点で言うと、やはり摂津市とし

てしっかりと技術の継承を行っていきな

がら、統合しなくても水道事業を運営でき

るような体制をつくっていくということ

が大切なんだろうと思うんです。 

 そうなっていくと、この研修事業といっ

たものが非常に大切な課題なのかなと感

じておりますけれども、令和３年度、そし

てまたその後のことを考えたときにどう

いったことを課題として取り組んでいく

のか、職員体制のことも含めてちょっとお

聞かせをいただきたいなというように思

います。 

 それから、３点目といたしまして、配水

管の耐震化についてもお聞かせいただき

たいと思います。 

 令和３年度につきましては、中央送水所

の一部配水所を建て替えしていくという

ことで、これは非常に大きな取り組みだと

思います。 

 また、非常に多くの市民の皆さんにも分

かりやすい取り組みだと思うんですけれ

ども、一方で、配水管の耐震化については、

目に触れることが難しい取り組みだろう

なと思いますが、摂津市の水道の状況を考

えた場合に、この管路の、特に基幹管路の
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耐震化ということについては力を入れて

取り組んでいかなくてはならない大きな

課題であると考えます。これは多くの議員

が本会議でも、また委員会の中でも振れて

おられたと思います。私も同様の問題意識

を持っております。 

 そこで、令和３年度、この耐震化にも取

り組んでいかれるわけなんですけれども、

令和３年度の事業が終わったときにどう

いった姿になっているのか、当初描いてい

た姿に対してどの程度の進捗率になって

いくのか、ちょっとその点についてもお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 以上で１回目、よろしくお願いいたしま

す。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 嶋野委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、自己水の維持管理ということの点

についてお答えさせていただきます。 

 少しずつではあるんですけれども、やは

りくみ上げの量はだんだんと減ってはき

ておりますけれども、かねてよりお話させ

ていただいていますとおり、日量６，８０

０立方メートルの分はどうしても永続的

に維持をしていきたいと。 

 取り過ぎになりますと、当然、寿命もあ

りますので困るところなんですけど、この

程度の数字であれば、恐らくかなり中長期

的にやっていけるのではなかろうかとい

う考えを持っております。 

 そのときに太中浄水場の水をどうする

のかということになったときに、この給水

区域につきましても、できればですけども、

太中浄水場の給水区域は決められた範囲

で流していきたい。いろいろな状況を考え

ながら、需要と供給のバランスを考えてい

きたいところでございますけど、なかなか

今の状況の中で太中浄水場の供給区域を

一つに決めるということが非常に難しい

ところがあります。今後の課題と考えてお

り、その対応についても前向きに進めてい

きたいと思っているところでございます。 

 それから、技術の継承ということについ

てのみお答えさせていただきます。私が水

道施設課のほうに来ましてから丸４年経

っているんですけども、私が来た当時より

も今のほうが、水道施設課の職員の中で若

い職員が３名、新人が２名と、あと他課か

らの異動で１名がふえ、私の来る前から若

い職員が１名おるんですけども、技術の継

承をしていくべき相手がだんだんとでき

てきているかなと、このように思っており

ます。 

 今、嶋野委員がおっしゃったとおり、継

承というのをかなり私どもも頭に入れて

仕事をしております。例えばですけども、

若い職員には負荷のかかるような工事現

場を担当させたりとか、あるいは、一から

勉強できるようなことを、簡単に言えば、

施行基準をつくり直すとか、そういうこと

で、何のために我々が工事をしているのか

とかいうのを身を持って体験してもらう

とか、その辺のまだ継承とまでいきません

が、工事をやるための基礎となる部分を今、

職員に教えているところであります。 

 １年、２年ですぐに技術継承ができたと

いうことには当然ならないんですけど、や

はり長期的なスパンの中で、絶えずそうい

うことをしながらやっていけばおのずと

実がなるものかなと思っております。 

 また、それから、職員の異動もあります

ので、対象を広げていければ、技術継承の

ほうに関しましては、その道筋が今のとこ

ろできているのかなと思っており、成果と
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してどうなのか分からないんですけども、

やり方としてはこれがベストなのかなと、

このように考えているところでございま

す。 

 次に、配水管の整備の状況、耐震化・老

朽化ということの整備の状況という質問

にお答えさせてもらうんですけども、私ど

もとしましては、老朽した管を取り替え、

それから耐震適合管と言われるものです

けども、耐震管として適用されていない分

については更新していき、古くなくても更

新をするということをしておりますので、

私どもとしましては、老朽化及び耐震化対

策の両方を一緒に一つの考え方としてや

っているようなところがございます。 

 それで、水道経営ビジョンが決められま

して、施設の配備状況、施設の整備費用は

１０年間で５６億円であり、毎年平均的に

その金額を頂けるという、この枠組みがで

きましたので、この枠組みの中で、私ども

のほうについては配水管では基幹管路と

それ以外の管路について１０年間の整備

計画のほうは考えております。 

 その中で、経営ビジョンで出ていますと

おり、基幹管路の耐震化率だけは１０年間

で４０％を超えさせる形で考えており、そ

れを目指して今やっているところござい

ます。 

 令和３年度についての姿なんですけれ

ども、管路につきましては耐震化率が１．

１６％に上がっての１０％、基幹管路につ

きましては３．０９％上がっての３５％程

度をめどとしてやっていきたいと、このよ

うに考えております。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、私のほ

うから技術の継承問題について、研修、そ

れから職員体制の面、そういった視点から

申し上げます。 

 研修については、先ほども答弁させてい

ただきましたけれども、当然この中には日

本水道協会が開催されておられます、泊ま

りがけの研修、そういった技術的な研修も

参加費用として予算計上をしているとこ

ろでございます。 

 そういったＯＦＦ－ＪＴ、それから、先

ほど樫本参事が申し上げたＯＪＴ、そうい

った両面で比較的若い職員に対する技能

の継承、技術の継承をやっていきたいと考

えております。 

 また、職員体制についても、これまで人

事課と協議しながら職員の採用について

話を進めてきたところでございます。令和

２年度の新規採用についても、人事課と協

議しながら技術系の職員の採用試験を実

施していただいているところでございま

す。 

 そういった形で職員の新陳代謝、それか

ら技術の継承をきちんと図って、安定的な

事業運営に努めていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、太中浄水場の維

持も含めて、その給水区域のことなんです

けれども、やっぱりその太中浄水場の自己

水を持っているということは非常に大き

な摂津市の武器になるんだろうなという

ふうに思うんです。 

 今、揚水の能力自体のお話もありました

けれども、そこはしっかりと上げていきな

がら、いざというときには、太中浄水場の

水だけで市民の皆さんに何とか当面の水

を供給できるような体制をつくっていか

なあかんのかなというのは思っているん
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です。 

 となると、やっぱり条件は二つあって、

一つはしっかりと井戸水を枯渇すること

なく保てているということ。もう一つは、

いざというときのくみ上げの能力につい

ても、根詰まりという問題もありますけれ

ど、やっぱり改善をしていくということが

大きな要素なのかなというふうに思って

いるんです。 

 ぜひ、そこは、太中浄水場の井戸水を摂

津市として維持しているということの重

要性をいま一度、皆さんで共有していただ

きながら、今後、安心して水をお届けでき

るそういった体制づくりについてもしっ

かりとご検討いただきたいなということ

を要望として申し上げておきたいと思い

ます。そういったことを考えるときに、将

来的な給水区域についても、急に変えろと

いうわけにはいかないと思いますけれど

も、徐々に考えていただいて、そして、今、

自己水と大阪広域水道企業団水とも融通

できるような体制というのは格段に上が

ってきているのかなと感じるところでご

ざいますので、ぜひ、そこら辺についても

いま一度、よりよい改善に向けて取り組み

をしていただきたいなというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それから、研修の内容についてもご答弁

をいただきましたし、体制のことについて

も、令和２年度、技術系の職員の新規採用

についてもお願いをしていったというこ

とについてお聞かせをいただきました。ま

た、課長のほうから、技術の継承について

も、その道筋は大分見えてきたんだという

お話をお聞かせいただいて、少し安心もし

ているところなんですよ。 

 今、北摂地域ではまだ大阪広域水道企業

団との統合ということを現実の問題とし

て考えているところは実際ないのかなと

思っております。しかし、北摂以外の地域

では、徐々にではありますけれども統合と

いうことについても進んできているなと。

そのお話をお聞きしていると、やはり自前

で技術を維持していくということが難し

いというところが非常に大きな要因なの

かなと感じているんですね。 

 そうなると、統合せざるを得ないという

状況で統合することになってしまいます。

統合することと現状維持することとをし

っかり両てんびんにかけながら、統合とい

う選択肢として持っておく。 

 ということは、その技術的なところをし

っかり担保できているんだけども、しかし、

将来的に統合する方にメリットがあるん

だから統合しようという選択ができるよ

うな体制に持っていくということが私は

非常に重要な視点なのかなと思っている

んです。 

 ちょっとこれは将来的な話になります

ので、ぜひ部長に、今後摂津市として自前

でしっかりと技術の継承もできて、先ほど

の話になりますけれど、自己水も一定確保

しながら、自前でも将来にわたって経営で

きる体制を整えながら、しかし、いろいろ

な状況も勘案して、ひょっとすると将来的

に統合といったことが出てくるのかもし

れませんけれども、しかし、統合せざるを

得ないから統合という選択にいくんじゃ

なくて、そういう体制づくりをするべきな

のかなと思っているんですけど、その点に

ついてちょっとご見解をお聞かせいただ

きたいなというように思っております。 

 それと３点目の、配水管の耐震化の適合

率の件でございましてご答弁をいただき

ました。 
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 この取り組みというのは、非常に目に見

えない取り組みであるんですけれども、や

はり私は、水道水といったものは市民にと

って資産やと思っているんですよ。だから、

少しでも無駄にすることなく、各家庭にお

届けをしていくということを考えると、例

えば漏水調査の技術も上げていかなけれ

ばなりませんけれども、肝腎要の施設と基

幹管路の耐震化をちょっとでも進めてい

くというところをしっかり担保していく

といったことが大切なのかなと思ってお

りますので、ぜひ、計画をさらに超えた中

で、その耐震化についても進めていただき

ますようによろしくお願いをしたいなと

いうふうに思っております。 

 １点だけご答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 末永部長。 

○末永上下水道部長 嶋野委員からの水

道事業の今後と将来の経営状況について

のご質問にお答えをいたします。 

 一つ目に、自己水の部分でございますけ

ども、この前の大阪北部地震のときでもそ

うでございましたが、近隣市でも大阪広域

水道企業団の管が割れるということがあ

りました。そういうところで自己水がある、

二系統化というのは水道事業にしては大

変大きなところでございます。 

 私自身も井戸水と大阪広域水道企業団

水を並行して使用していきたいと考えて

おります。この北大阪地域、案外と井戸水

がまだ豊富にありまして、大阪府南部のほ

うは出てないところも多いんですが、災害

時なども考えると、いざというときには、

市民の皆さんに給水車でお配りする水が、

その井戸水だけとなってしまう状態も考

えられます。 

 その水を太中浄水場から給水車で運搬

するというような形を取っていく計画も

あります。どちらが止まるかというのは別

の問題としましても、そういうところで、

今、樫本参事からも申し上げたとおり、自

己水はだんだん減少していっているとい

うお話もございます。ただ、自己水を維持

しながらとなると、どうしても給水エリア

がある程度絞られて狭くなる可能性も出

てくるんですけども、ただ、井戸水を温存

するというのは一つの大きなことではな

いかなと思うので、太中浄水場の有効活用、

過去には太中水系をどんどん拡大してい

ったらいいというお話もあったんですけ

ども、その辺は現状の中ではちょっと厳し

いのかなと思っております。 

 ただ、太中水系を維持するためにも、延

命するためにも区域減少とかブロック給

水で維持管理していきたいと思っており

ます。 

 また、大阪広域水道企業団との統合の中

で、私も大阪広域水道企業団の会議には参

加させていただいているんですけど、大阪

府南部のほうの大阪広域水道企業団統合

の市の方に聞くと、技術力を継承できない、

技術職員がいないという状況、あとは大阪

広域水道企業団に統合せざるを得ないと

いうところまでいかれている市がほとん

どでございます。まだ、大阪府北部のほう

はそうでもないんですが。 

 最終的に２０４０年とかそういう状態

の中でほとんどの市が大阪広域水道企業

団に入って、水道事業をするのが経営的に

いいというところではあるかもしれませ

んが、摂津市の技術力が低下し不足してい

るので統合するというのは避けていきた

いなというところでございます。 

 その中で、現状では維持管理をする職員
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も育っておりますので、順次教育しながら

も、人事異動を含めながら、技術力の維持

と継承のほうは進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今回、私が申し上げた

かったのは、やっぱり自己水を確保して、

温存しているメリットと大阪広域水道企

業団とのことについても、統合せざるを得

ないような状況に持っていくのではなく

て、どちらも選択できるような状況を常に

維持をしていきながら、水道事業に当たっ

ていきたいということが申し上げたかっ

たわけでございまして、部長の今のお話を

お聞かせいただいて、ぜひ、その方向性で

進めていただきたいなというように思っ

ております。 

 ただ、もし、将来的に大阪広域水道企業

団と大阪市の水道事業とが仮に統合する

という話になってくると、これはまた大き

な変化なのかなというふうに思っており

ますし、そういったところでもしっかりと

いろんな状況も勘案していただきながら、

何が１番市民にとってよいのかというそ

の姿を常に描きながら、日々、事業に当た

っていただきたいなと要望させていただ

きまして、質問を終わらせていただきます。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 それでは、以上で質疑

を終わります。 

 暫時、休憩いたします。 

（午後４時１２分 休憩） 

（午後４時１３分 再開） 

○三好俊範委員長 再開いたします。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ散会

します。 

（午後４時１４分 散会） 
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